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(1) 教育長報告

２ 陳　情

(1) 令和4年陳情第1号

３ 協　議

(2)

  第 23 回教育委員会定例会　案件表

○ 日　時

令和4年12月12日(月)  午前10時00分から

○ 議　題

１ 議　案

(1) 議案第36号

議案第37号



 

議案第３６号 

 

 

令和４年度練馬区教育委員会の点検・評価に関する有識者について 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 令和４年１２月１２日 

 

    提出者 教育長  堀  和 夫 

 

 

 

令和４年度練馬区教育委員会の点検・評価に関する有識者について 

 

 

 

 このことについて、別紙のとおり決定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



令和４年 12月 12日  

教育振興部教育総務課  

 

 

令和４年度練馬区教育委員会の点検・評価に関する有識者について 

 

令和４年度教育に関する事務の管理等に係る点検・評価の実施に当たり、「練馬区教育委員

会における教育に関する事務の管理および執行の状況の点検および評価の実施方針」に基づ

き、下記の候補者３名を「練馬区教育委員会の点検・評価に関する有識者（以下「点検・評

価に関する有識者」という。）」として決定する。 

 

記 

 

１ 「点検・評価に関する有識者」候補者氏名等（五十音順・敬称略） 

氏  名 現        職 

  漆澤 その子 武蔵大学人文学部 教授 

  藤岡 孝志 日本社会事業大学社会福祉学部 教授 

  谷津 諭 練馬区小学校ＰＴＡ連合協議会 顧問 

 

２ 委嘱期間 

委嘱の日から令和５年３月末日まで 

 

３ 委嘱内容 

練馬区教育委員会の点検・評価における評価方法や評価案等に関して意見および助言を

求める。 



 

議案第３７号 

 

 

練馬区子ども・子育て会議委員の選定に関する意見について 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 令和４年１２月１２日 

 

    提出者 教育長  堀  和 夫 

 

 

 

練馬区子ども・子育て会議委員の選定に関する意見について 

 

 

 このことについて、練馬区子ども・子育て会議条例（平成25年６月練馬区条

例第52号）第３条の規定に基づき、練馬区長から参考資料のとおり意見を求め

られたので、別紙のとおり回答する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

練馬区子ども・子育て会議委員の選定に関する意見について 

 

 

 

練馬区子ども・子育て会議委員の選定について、当委員会として同意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別  紙 



 







（構成区分別・50音順、敬称略）

（１）　法第６条第２項に規定する保護者

№ 氏　　　　名 備　　　　　　考

1 熊谷　香苗  公募委員

2 斎藤　健二  公募委員

3 仙波　愛優佳  公募委員

4 檜垣　真衣  公募委員

5 吉田　威朗  公募委員

（２）　事業主を代表する者
　東京商工会議所練馬支部
　㈱イナ･エステート
　練馬産業連合会
　㈱吉原組

（３）　子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
　民設学童保育運営者
　りっこう学童クラブ
　練馬区私立幼稚園協会
　向南幼稚園
　東京都社会福祉協議会　児童部会
　錦華学院
　練馬区私立保育園協会
　妙福寺保育園
　練馬区障害者団体連合会
　練馬手をつなぐ親の会

（４）　子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

1 小櫃　智子 　東京家政大学　教授

2 藤岡　孝志 　日本社会事業大学　教授

（５）　その他区長が必要と認める者

1 尾形　恵美子 　練馬区民生児童委員協議会

1 梅澤　めぐみ

令和３・４年度　 練馬区子ども・子育て会議　委員名簿　(案）

1 小池　道子

2 鈴木　健之

5 森山　瑞江

2 田中　泰行

3 土田　秀行

4 戸田　了達



提出期限：11月30日（金）

３：施策が、とても良好に進んでいる。
２：施策が、良好に進んでいる。
１：施策が、良好に進んでいない。

2

点
検
・
評
価
欄

各委員の
評価

総合評価
（案）

特記事項

2

2

○

○

○

○

○

○

○

幼児教育に必要な環境整備について、乳幼児が積極的に外遊びが
できる体験の機会を設けるよう検討してほしい。
区立園・私立園における障害のある子どもの受け入れと、外国籍
児童・保護者向けガイドブックの発行を引き続き推進してほし
い。
小中一貫教育の推進については、目標達成までの過程を明確にし
ながら、具体的な連携活動が行えるように進めてほしい。特に、
連携教室の設置や時間割の中で連携活動ができるような、小中共
通時間割などの工夫を検討してほしい。
イングリッシュキャンプの視察ができて良かった。この体験が子
どもたちの英語の「話す」分野での成果に結びつくことを期待す
る。
行動制限に伴う運動能力の低下が懸念される。日常の運動能力向
上への対策を検討してほしい。また、体育という教科に対して苦
手意識をもたないように、ゲーム感覚で楽しく体を動かせるよう
な工夫を検討してほしい。
ICTを活用した教育の推進について、様々な取組がなされたと思
う。一方で、生じた課題に対しては、学校や子どもたちの様子を
見ながら、きめ細やかに対応してほしい。
デジタル教材の利用により、活字に触れる機会の減少が懸念され
る。学校図書館蔵書管理システムを用いた、図書利用件数の推移
に係る調査の実施を検討してほしい。

2

2

令和４年１２月１２日
教育振興部教育総務課

令和４年度教育に関する事務の管理等に係る点検・評価の
重点施策の評価（案）について

〇教育分野

１　教育の質の向上

重点施策 1-①　学力・体力・豊かな心が調和した学びの充実

1



提出期限：11月30日（金）

2

点
検
・
評
価
欄

各委員の
評価

総合評価
（案）

特記事項

2

2

○

○

○

○

学校施設の耐震化を、引き続き迅速に進めてほしい。また、災害
対応マニュアルの定期的な見直しと、設備・備品の確認に取り組
んでほしい。
様々な取り組むべき課題を抱えた中で、予算を尽くしできるだけ
公平な教育環境を整える努力は続けられている。体育館の空調装
置の設置についても、速やかに実施してほしい。校内のオンライ
ン化の推進についても、引き続き取り組んでほしい。
施設一体型小中一貫教育校の開校により、幼児、児童、生徒、高
齢者、障害者のすべての方が交流できる場となるよう期待する。
他部署と連携し、35人学級編制の検討を行っていることを評価す
る。

2

2

環境教育をはじめ、様々な研修を実施したことは評価できる。一
方で、各種の研修が教員の過剰な負担になっていないか教員の意
見を聞いてほしい。新たな取組も検討し、教員研修の充実に努め
てほしい。
ICT支援員が１年で２倍に増員、スクール・サポート・スタッフ
が全区立小中学校に配置されたことを評価する。実践事例集を大
いに活用し研修等を行い、教員の質の向上を図る取組を引き続き
行ってほしい。
副校長補佐の配置、教職員タブレットの活用による、働き方改革
が有効に進んでいるか、状況の確認に努めてほしい。中学校の部
活動顧問の負担軽減に取り組むとともに、子どもたちに向き合
い、学ぶ楽しさ、喜びを伝える教員の意欲の向上、さらにメンタ
ル面の安定にも注目してほしい。
理科の観察や実験準備への支援について、特に小学校の理科にお
ける観察や実験準備を専門に行う支援員を、必要とする学校に配
置して、教員の働き方改革と理科教育の充実に努めてほしい。
ICTや働き方改革は、新しい課題なので、手探りで対応すること
が多いと思う。引き続き、学校や保護者の意見を踏まえながら、
支援を実施してほしい。

2

2

2

重点施策 1-③　学校の教育環境の整備

重点施策 1-②　教員の資質・能力の向上

点
検
・
評
価
欄

各委員の
評価

総合評価
（案）

特記事項

2

2

○

○

○

○

○

2
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２　家庭や地域と連携した教育の推進

2

点
検
・
評
価
欄

各委員の
評価

総合評価
（案）

特記事項

3

2

○

○

○
○

○

学校安全対策について、学校防災の観点から、地域との連携は欠
かせないと思う。新しい教職員が赴任した4月には、練馬区の方
針を的確に伝えてほしい。
通学路等安全点検は、学校、保護者、地域、警察署、区と合同で
危険個所を歩いて確認するという非常に重要な取組だと思う。建
築現場の近くなど、状況が変わりやすい場所については、適宜、
安全を確認してほしい。
「地域未来塾」の実施は評価できる。推進してほしい。
地域社会で体験学習ができる環境の整備を進めてほしい。また、
コミュニティ・スクールの導入を進めてほしい。
コミュニティ・スクール構想は練馬区では始まったばかりだが、
学校と地域との連携により、その一歩が進められると思う。

2

2

保護者対象の子育てに関する講演会は、有用であると考えられる
ので、引き続き推進してほしい。同じテーマでも講師が変われば
視点の異なる新しい情報に触れられるので、好評なテーマは、続
けて実施してほしい。
学校と家庭とのオンライン化が効率的に実行されている。今後は
オンライン保護者会、YouTubeでつなぐ授業参観で保護者に発信
することも考えられる。
学校と関係機関との連携の橋渡し役を、スクールソーシャルワー
カーは十分に担っていると思う。多種多様な課題を抱えながら活
動していると思うので、一人で抱え込まずに連携して対応できる
よう、今後も継続して取り組んでほしい。
スクールソーシャルワーカーの増員により、児童・生徒の小さな
悩みを聞き逃さない相談体制と関係性を築き、関係機関との更な
る円滑な連携を期待する。

2

2

2

重点施策 2-②　学校運営や教育活動における家庭や地域との協働

重点施策 2-①　家庭教育への支援

点
検
・
評
価
欄

各委員の
評価

総合評価
（案）

特記事項

3

2

○

○

○

○

3



提出期限：11月30日（金）

障害のある子どもが将来、少しでも自立して生活できるような環
境の整備に尽力してほしい。具体的には、中３で行われる進路指
導で、教員が保護者や生徒に、就職に関する情報を積極的に提示
して、障害のある子どもでも、自分が何をできるのかを検討する
機会を与えてほしい。
副籍制度で、通学区域学校へ登校が実現できた子どもたちの体
験、事例を可能な限り報告して、ほかの子どもたち、保護者たち
に知らせてほしい。
ICT機器を活用した副籍交流の更なる拡充を期待する。
医療的ケア児への支援は高く評価できる。医療的ケア児が限られ
た施設でなく近隣の地域の施設に通えるように、引き続き保護者
のニーズを踏まえた拡充を期待する。

2

2

3

3

重点施策 3-③　障害のある子どもたちなどへの支援

点
検
・
評
価
欄

各委員の
評価

総合評価
（案）

特記事項

2

2

○

○

○
○

点
検
・
評
価
欄

各委員の
評価

総合評価
（案）

特記事項

3

※

○

○

○

○

「中３勉強会」の修了者が毎年全員進路決定をしている実績は、
評価できる。中１、中２生への拡大を検討するとともに、子ども
たちの教育が平等に支援できる体制づくりを引き続き行ってほし
い。
ヤングケアラーの調査結果に基づき、適切な支援を進めてほし
い。
外国籍、母国語が異なる子どもたちの増加について、専任の人材
を配置し、福祉、教育、保健など多岐に渡る分野の横断的な検討
のもと、対策に取り組んでほしい。
外国人も含め、様々な家庭環境で育つ子どもたちに、多種多様な
支援を行い、成果を上げていることは評価できる。支援活動の中
で、スクールソーシャルワーカーの存在も大きいと感じる。様々
な役割の大人が一人一人の子どもと関わっていく体制を、今後も
継続して行ってほしい。

2

2

○

○

○

○

○

不登校児童・生徒に対するICT機器の活用を推進してほしい。一
方で、好事例を参考に、登校しやすい環境づくりにも、引き続き
取り組んでほしい。
子どもたちの自尊感情、他者への思いやり、人権感覚が成長して
いくような社会的学習を引き続き実施してほしい。不登校問題に
ついては、一律的な対策ではなく個別に向き合う、あるいはグ
ループ的な学習による居場所づくりを目指してほしい。家族と向
き合い、支援する方向も考えてほしい。
スクールロイヤー制度の導入により、教員が専門的な分野を任せ
たり、聞いたりすることで負担も減り、問題解決の糸口ができ
た。スクールロイヤーだよりでの事例集も教員にとって心強いも
のになると思う。
民間のフリースクールの導入や連携も含め、不登校の子どもが、
学校復帰を目指さなくても、どこかで学習できる多様な学習機会
の創設を検討してほしい。
不登校の実態把握の調査とその活用に期待する。

2

2

3

重点施策 3-②　さまざまな家庭環境で育つ子どもたちへの支援

３　支援が必要な子どもたちへの取組の充実

重点施策 3-①　いじめ・不登校などへの対応

点
検
・
評
価
欄

各委員の
評価

総合評価
（案）

特記事項

3

※

4



提出期限：11月30日（金）

2

点
検
・
評
価
欄

各委員の
評価

総合評価
（案）

特記事項

3

※

○

○

都と共同で設置した「練馬区虐待対応拠点」により、都区の連携
が強まり、成果をあげていることを評価する。東京都練馬児童相
談所(仮称）を区の子ども家庭支援センターと同一施設内に設置
することで、児童虐待への対応の充実・強化につながることを大
いに期待する。今後は、相談に来ない保護者の発見などにも力を
入れ、子どもたちが安心して生活できる仕組みづくりを検討して
ほしい。
児童相談の事例においては、当事者の子どもとその保護者へのア
プローチを常に視野に入れて、親たちの生育環境、子どもへの向
き合い方などその背景への配慮が大切である。都区職員の直接的
な相互連携を期待する。また、引き続き、区の専門職員の充実を
進めるとともに、継続的なかかわりを必要とする事例への支援体
制の充実も望む。

2

3

子育てのひろばは、育児への不安や悩みを気軽に話すことができ
る場所だと思う。悩みが深くなり、他人に話すことができなくな
る前に相談員がいることで、すぐに解決したり安心できると考え
られる。
子育て家庭との相談支援は、学校教育支援センター、子育てのひ
ろばなどの施設で「待つ」体制だけでなく、支援を必要としてい
る家庭に手を差し伸べていく姿勢を大切にしてほしい。
オンラインひろばも定着していて、実施回数を増やしたことに
よって着実に参加者が増えていることを評価する。
対面やオンラインなど、相談方法の多様化も大切な視点だと思う
ので、引き続き相談を求める保護者への支援を実施してほしい。

2

2

2

重点施策 1-②　新しい児童相談体制の充実

１　子どもと子育て家庭の支援の充実

重点施策 1-①　相談支援体制の充実

点
検
・
評
価
欄

各委員の
評価

総合評価
（案）

特記事項

2

2

○

○

○

○

〇子育て分野
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２　子どもの教育・保育の充実

認定園と定員の拡充が進んでいることは評価できる。それに伴い
保育士が増加する中で、保護者や子どもたちに寄り添えるよう、
保育の質の向上にさらに力を注ぐとともに、安全対策の強化にも
努めてほしい。
働く親たちのニーズにあわせて、長時間の預かり保育が可能とな
る練馬こども園をさらに充実させることが望まれる。
ジェンダーフリーの社会が求められている中で、練馬こども園の
充実は今後ますます必要になると思う。練馬区の保護者や子ども
たちのためにもぜひ事業の充実を目指してほしい。

2

2

3

2

重点施策 2-②　練馬こども園の充実

点
検
・
評
価
欄

各委員の
評価

総合評価
（案）

特記事項

3

※

○

○

○

点
検
・
評
価
欄

各委員の
評価

総合評価
（案）

特記事項

3

2

○

○

○

○

練馬こどもカフェの取組は、若い保護者の子育て支援にとても役
立っていると思う。ぜひ、検証し効果が認められれば、いろいろ
な個所に設置してほしい。
未就園児を育てている家庭に向けて、区内各地の子育てのひろ
ば、おひさまぴよぴよ、練馬こどもカフェ、さらにオンラインに
よる個別相談など、様々な事業が充実している。
練馬こどもカフェの開催数が増えたことにより、参加者数もコロ
ナ前に戻りつつある。講師を依頼すると回数に制限がかかる。子
育て講座がなくても、保護者同士の交流を図る場として、月１回
のペースでなく、週１回の開催となるよう進めてほしい。
外遊び体験では、子どもたちが外遊びをしたいときにいつでもで
きる環境作りに取り組むとともに、子どもだけでも参加できる場
の提供を引き続き検討してほしい。

2

2

親子が自由に遊べる「のびのびひろば」に加えて、親と離れて過
ごせる通所施設の開所を検討してほしい。親がレスパイトできる
時間の確保により、虐待の防止につながると考えられる。
ヤングケアラーの実態調査から、支援のニーズがみえてきたのは
評価できる。当事者が困難なことと受け止めずに家族間で努力し
ていることもみえてきたが、本来は学業の遅れを取り戻し、進路
への支援を受けるべきであり、専任の支援者を配置して丁寧に対
応していく必要がある。
障害児保育のサービス向上のために、私立保育所への巡回指導を
開始したことは評価できる。障害も多種多様になってきている。
区内すべての保育職員向けの研修を進めるなど、引き続き障害に
ついて学ぶ機会を作るよう努めてほしい。
ひとり親家庭が求める支援は多様であると思われるが、引き続き
児童扶養手当の支給等経済的な支援を行うとともに、情報の支
援、子育て上の支援などは、福祉部などと引き続き連携し、対応
してほしい。

2

2

2

重点施策 2-①　家庭での子育て支援サービスの充実

重点施策 1-③　支援が必要な子どもたちと家庭への取組の充実

点
検
・
評
価
欄

各委員の
評価

総合評価
（案）

特記事項

2

2

○

○

○

○
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提出期限：11月30日（金）

○

○

○

子どもの多様な居場所づくりの必要性が高まっている現在、この
事業はとても大切なものだと思う。様々な大人の目で見た子ども
に関する情報をどのように共有し、子どもの育成に活用できるか
についても大切な視点となるので、意見交換会を今後も実施して
ほしい。
ねりっこクラブが着実に拡大できていることは評価できる。引き
続き推進してほしい。
「ねりっこクラブ」や「ねりっこプラス」という取り組みで、学
童クラブにおける待機児童ゼロに向けての努力が伺える。小学校
との連絡会議、情報交換会、運営協議会を定期的に開催し、児童
一人ひとりの情報共有を行っていることを評価する。

2

2

2

2

３　子どもの居場所と成長環境の充実

重点施策 3-①　安全で充実した放課後の居場所づくり

点
検
・
評
価
欄

各委員の
評価

総合評価
（案）

特記事項

2

2

点
検
・
評
価
欄

各委員の
評価

総合評価
（案）

特記事項

3

※

○

○

○

○

○

待機児童数ゼロが続いていることは大変評価できる。一方で、入
園希望者が減少に転じた時の対応も検討しておいてほしい。
今後は保育環境、多様な子どもたちの受け入れ、充実が期待され
る。空き教室があれば、地域のために活用してほしい。
「保育指数シミュレーション」機能の追加は、子育て世代の保護
者にとって、手続きの不便さを解消したよい取り組みである。
ICTの導入により保育士の事務作業が減ったことで、子どもと向
き合える時間のさらなる確保が可能となり、保育の質の向上が期
待される。
保活の入り口から入園後までの全ての手続きを、区役所に行かず
に行える仕組みづくりを進めるなど、意欲的な取り組みを評価す
る。一方で、実際に保育園に見学に行ったり説明を直接聞きたい
保護者もいるので、引き続き対面での相談もできるよう配慮して
ほしい。

2

3

重点施策 2-③　保育サービスの充実
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地域という概念が薄れていく時代の流れの中で、少しでも子ども
たちが「地域」を大切にしようとする取り組みは評価できる。特
に、限られた地域の方々の献身的な取り組みや、活動に参加して
いるリーダーの子どもたちへの褒賞も積極的に行うなど、地域の
活動を盛り上げる必要性を感じる。
17地域の青少年育成地区委員会に所属する委員は、コロナ禍にお
いても、可能な限り活動計画を実行している。
就労に向けた講座、体験、セミナー等の実施により、進路決定者
がいることが喜ばしい。若者が社会から孤立することないよう、
家族だけの負担にならないような支援体制を引き続き築いてほし
い。
若年無業者やひきこもり状態の若者に対する自立支援が成果につ
ながっていることは評価できる。職員のスキルアップを図りつ
つ、引き続き推進してほしい。

2

2

2

2

重点施策 3-③　青少年の健全育成・若者の自立支援

点
検
・
評
価
欄

各委員の
評価

総合評価
（案）

特記事項

2

2

○

○

○

○

点
検
・
評
価
欄

各委員の
評価

総合評価
（案）

特記事項

2

2

○

○

○

○

○

○

児童館が、中高生が気兼ねなく過ごせる楽しい居場所になること
を望む。
子育てのひろば「にこにこ」はとても良い趣旨で行われていると
思う。仕事等で参加できない保護者への対応をどうするか、例え
ば相談だけでもオンラインで行うなど、可能であれば実施してい
ただきたい。
児童館は、子育て中の家族から中高生までの、年齢を超えた交流
が期待できる。今後は対人関係を学ぶ、世代間の自由な交流の場
として多くの可能性を期待したい。また、職員の専門性スキル
アップの機会も増やしてほしい。
ネット環境が充実している中で、対面で他人と交流する必要性を
感じる。未就学の親子ひろばや、小中学生のイベント、中高生居
場所づくり事業を周知して、地域の児童館に利用者が拡充してい
くことを期待する。
職員の資質向上、相談員の拡充、効果的なPRを通して、引き続き
機能強化を図ってほしい。
中高生の居場所づくりについては、様々な課題があると思うが、
中高生の意見を取り入れながら改善していくことも検討してほし
い。

2

2

重点施策 3-②　児童館機能の充実
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〇新型コロナウイルス感染症対策に係る取組

2

点
検
・
評
価
欄

各委員の
評価

総合評価
（案）

特記事項

3

※

○

○

○

○

○

新型コロナウイルス感染症対策については、様々な取り組みが行
われていることを評価する。学校では感染拡大に伴い、多くの行
事が中止となってきたが、今年度は感染者数が減少し、行事も行
いやすくなってきた。このような中で、２学期に修学旅行や運動
会、合唱コンクールが一斉に行われるなど、教育課程も過密状態
になってきた。今後は、バランスの良い学校運営を期待したい。
コロナ禍での様々な対策は３年間も続き、ベストな方策がないな
かで、生徒は自らの判断でどのように行動していくかを考えてき
た。そうした精神を育てるために、全教職員が努力したことは評
価する。運動会も、３部に分けてプログラムを工夫し開催したア
イデアは素晴らしかった。ウィズコロナへと変換しつつある感染
予防への取組も、知恵と工夫を互いに交換し合い、各行事等が進
められることを期待したい。
収束の兆しがみられない中においても、少しずつ学校行事ができ
るよう、感染対策のための必要備品の配布を評価する。温度計付
きアルコールディスペンサーの全小中学校、区立図書館への設置
等、限りある予算の中での取組は、最善を尽くしていると思う。
未曾有の事態への対応であったことを考慮すると、全体的に評価
に値すると思われる。
オンライン授業は、これから、コロナ対策以外にも活用ができる
ので、受講者の感想や意見を集約し、教員の負担が少なく、かつ
効果的な方法を構築してほしい。

3

2

重点施策
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 Ⅴ　事業成果

所管課

主
な
取
組

〇教育分野

１　教育の質の向上

重
点
施
策

1-①　学力・体力・豊かな心が調和した学びの充実

概要

項目1　小学校就学前の幼児教育の充実

目標
　就園を希望する子どもが、適切に幼児教育を受けることができる環境整備
に努める。

事業
成果

　国、都の補助の活用のほか区独自の補助を行い、私立幼稚園の安定した運
営を支援した。
　区立園、私立園において障害のある子どもの受け入れを実施した。
<実績>
【令和元年度】区立幼稚園63人　私立幼稚園94人
【令和２年度】区立幼稚園54人　私立幼稚園89人
【令和３年度】区立幼稚園66人　私立幼稚園101人

学務課

項目2　幼保小連携の推進

目標
　幼稚園・保育所・小学校との連携を一層充実させ、幼児期から小学校への
接続期における様々な課題について取り組んでいく。

今後の
取組

　区立園、私立園の意見をもとに、幼児教育に必要な環境整備について引き
続き検討する。

小学校就学前の幼児教育を充実します。
幼稚園・保育所・小学校が連携して、育ちと学びの連続性を大切にしま
す。
小学校と中学校の一貫教育を進め、義務教育９年間を見通した教育を実践
します。
子どもたちの心を育む人権教育、道徳教育を推進します。
子どもたちの体力の向上を図り、食育などの健康づくりに取り組みます。
タブレット端末などを活用したICT教育やオンライン学習を通して、子ども
たち一人ひとりに届く教育を実現します。
学校図書館を活用した探究的学習や読書活動の充実を図ります。

○
○

○

○
○
○

○

事業
成果

【令和元年度】
　研修・交流会（管理職対象１回、一般職員対象[地区別]２回）
　懇談会（区内８地区の小学校での授業見学や給食試食、懇談会等の実施）
　「ねりま幼保小連携だより」発行　年３回
　「もうすぐ１年生」　　　　発行　16,000部
【令和２年度】
　研修・交流会（管理職対象２回）
　「ねりま幼保小連携だより」発行　年２回
　「もうすぐ１年生」　　　　発行　16,000部
【令和３年度】
　研修・交流会（管理職対象１回、一般職員対象[地区別]２回）
　懇談会（区内８地区の小学校での授業見学や懇談会等の実施）
　「ねりま幼保小連携だより」発行　年２回
　「もうすぐ１年生」　　　　発行　11,000部
　「外国籍児童・保護者向け入学ガイドブック」発行　3,100部
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所管課

所管課

主
な
取
組

今後の
取組

　全小中一貫教育グループにおいて、これまでの取組を系統的に整理し、９
年間を見通した「小中一貫教育の取組プログラム」作成のための検証を開始
する。
　令和５年２月に小中一貫教育の啓発リーフレットを全校配布するととも
に、同月開催予定の練馬区教育実践発表会にて成果を発表する。

　義務教育９年間を見通した教育を実践するため、「目指す15歳の姿」を設
定し、児童・生徒の発達段階に応じた系統的・連続的な教育活動を行う。

教育指導課

項目4　人権教育・道徳教育の推進

目標
　人権教育全体計画の策定・活用や道徳授業地区公開講座の実施等に全校で
取り組むことにより、児童・生徒の豊かな人間性と社会性を育む人権教育・
道徳教育を推進する。

目標

事業
成果

今後の
取組

(1) 人権教育の推進
　全校で人権教育全体計画を策定し、教育活動全体を通じた人権教育、生命
を大切にする教育、豊かな心を育成する教育を計画的に推進した。
　練馬区人権教育推進委員会と連携して、人権教育研修会を年間５回開催
し、中堅教諭および初任者をはじめとして、区内教員に人権教育の理解啓発
に努めた。

(2) 道徳教育の推進
　平成30年度までは、道徳授業地区公開講座を全校で実施し、道徳授業の公
開および意見交換会等を通じ、家庭・地域と連携した道徳教育の充実を図っ
た。
　令和元年度および２年度は、新型コロナウイルス感染症流行のため、各校
は可能な限りでの道徳授業の公開等を実施した。
　令和３年度は、公開を原則として道徳授業地区公開講座を実施した。ま
た、「特別の教科　道徳」を全小中学校において学習指導要領に沿って確実
に実施するために、教員向けの研修会を年間２回行った。さらに、「特別の
教科　道徳」の道徳教育の全体計画・年間指導計画の見直しを行った。

事業
成果

　全小中一貫教育グループにおいて、「目指す15歳の姿」の実現に向けた取
組を実施した。校区別協議会や小中一貫教育研修などの研究・研修を実施す
るとともに、練馬区教育実践発表会での発表や、リーフレット・報告書によ
る情報発信を行った。
【令和元年度】
　小中一貫教育フォーラム開催
　啓発用リーフレット発行　53,000部
　校区別協議会や小中一貫教育研修の実施
【令和２年度】
　小中一貫教育・いじめ防止実践事例発表会開催
　啓発用リーフレット発行　53,000部
　校区別協議会や小中一貫教育研修の実施
【令和３年度】
　練馬区教育実践発表会開催
　啓発用リーフレット発行　53,000部
　校区別協議会や小中一貫教育研修の実施

項目3　小中一貫教育の推進

教育施策課

　「ねりま接続期プログラム」の改定に向けて検討を行い、幼保小連携の充
実のための取組を引き続き実施していく。
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所管課

所管課

今後の
取組

　引き続き人権教育研修会等を通じて、区内教員への人権教育の理解啓発に
努める。人権教育研修会の内容については、練馬区人権教育推進委員会と連
携して検討し、区内教員の必要性に応じた内容になるよう取り計らう。
　また、「特別の教科　道徳」の効果的な実施に向けて、研修内容の見直
し、各校の道徳教育推進教師への啓発を図る。道徳授業地区公開講座の実施
については、実施状況を調査し、道徳教育について保護者・地域との連携お
よび啓発を全小中学校が確実に行うよう努める。

項目5　 英語教育の充実

目標
　ALTを活用した指導体制の充実、英検検定料の補助制度導入等を通して、児
童・生徒の英語への関心を高め、外国語教育の充実を目指す。

事業
成果

(1) ALTを活用した指導体制の充実
　①小中学校教員を対象とした外国語・外国語活動研修会の実施
　②小学校における全時間ALTの配置
　③ALT連絡協議会の実施
　④ALT派遣会社担当者との情報共有

(2) 英検検定料補助制度
　【令和元年度】実施校33校　志願者数2,621人
　【令和２年度】実施校33校　志願者数2,956人
　【令和３年度】実施校33校　志願者数2,753人

(3) 英語４技能検定実施　中学２年生対象、全校実施

事業
成果

教育指導課

教育指導課

　英語４技能検定の結果を分析し、各校に向けて本区の英語力の現状や、国
および都が目指す方向性、具体的な授業における改善策を研修等を通して伝
え、授業の質の向上を図る。また、イングリッシュキャンプの成果と課題を
整理し、次年度に生かす。

目標
　新体力テストの結果の分析や体力向上に向けた授業公開、全校での体力向
上推進計画の作成等を通して、児童・生徒の運動への関心を高め、人間活動
の源である体力の向上を図る。

(1) 練馬区体力向上検討委員会の設置
　校長、教員を委員とする委員会において、①～③の内容について検討し、
実践等を行った。
　①新体力テストのデータ分析
　②児童・生徒の体力向上に関する実技研修
    【会場】小学校　【対象】小中学校教員
　③児童・生徒および保護者向け啓発資料の作成・配布

(2) 体力向上推進計画の作成
　新体力テストの到達目標を設定および体力向上に関する具体的取組につい
て作成し、各校に周知を行った。
【具体的取組例】
　・体育授業の指導力の向上のための教員研修
　・朝の時間や休み時間を活用した運動機会の設定
　・運動する場所の整備
　・保護者等への啓発活動

今後の
取組

項目6　子どもたちの体力向上の促進
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所管課

所管課

所管課

主
な
取
組

今後の
取組

項目8　ICTを活用した教育活動の推進

事業
成果

　校長、副校長、主幹教諭等の教員と、栄養教諭、栄養職員等の食に関する
専門性を有する教職員とで構成する食育推進チームを各校に設置した。
【令和元年度】全校　【令和２年度】全校　【令和３年度】全校

　地場産物（キャベツ、練馬大根等）を使用した食材を区が提供し、目の前
の食材を「生きた教材」として学校に活用、促進するなど、給食を通して食
育の推進に取り組んだ。
　区内地場産物使用平均日数
【令和元年度】小学校62.7日、中学校58.6日
【令和２年度】小学校52.4日、中学校44.4日
【令和３年度】小学校49.2日、中学校48.7日

　タブレット端末などを活用したICT教育やオンライン学習を通して、子ども
たち一人ひとりに届く教育を充実する。

事業
成果

 　子どもたちに一人一台、タブレット端末の配備を完了し、学習等での活用
を推進している。
【令和元年度】
　小中学校の全ての普通教室等に教育ICT機器を配備した。
【令和２年度】
　小中学校の全ての児童・生徒に、一人一台タブレット端末を配付した。
【令和３年度】
　新型コロナウイルス感染症の不安等により登校できない児童・生徒を対象
に、オンラインによる授業を実施した。
　教育ICT実践校による公開授業を行った。

教育施策課、教育指導課

今後の
取組

　個別最適な学びと協働的な学びの充実に向けて、ICT機器を活用した効果的
な授業を進められるよう環境整備と授業内容の充実に努める。

今後の
取組

　指導力向上のための教員研修、児童・生徒および保護者への啓発活動等に
より、子どもたちが進んで運動に取り組むことができる環境を構築し、継続
して児童・生徒の体力向上を図っていく。

保健給食課

　各校において食育推進チームを中心とし、第４次食育推進計画（令和４年
度～８年度）や食に関する指導の全体計画に基づき、着実に食育を推進す
る。

　食育基本法に基づき策定した「練馬区立小中学校における食育推進計画」
（以下「食育推進計画」という。）の基本方針である「学校における食育の
充実」等に沿った取組を進める。

項目7　子どもたちの食育の推進

目標

教育指導課

目標
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所管課

主
な
取
組

事業
成果

今後の
取組

　全区立小中学校に導入した学校図書館蔵書管理システムにより貸出冊数等
の利用状況を把握することで適切な蔵書管理を行い、引き続き学校図書館の
利活用を推進する。
　「第四次練馬区子ども読書活動推進計画」に基づき、学校において読書活
動推進のための指導計画の作成を進め、その中で全校一斉読書週間や週１回
以上の全校朝読書等の取組を各校一取組として実施する。また、各学校の指
導計画を区立図書館に情報提供し連携強化を図る。
　指定管理による学校図書館支援員を順次業務委託による学校図書館管理員
に切り替え、令和４年度から一本化した。学習指導要領に基づく、各教科等
での「調べ学習」、総合的な学習の時間等における「探究的な学習」などで
の学校図書の利用について、学校図書館管理員等による学習指導支援を活用
し、一層充実させていく。

　全校一斉読書等の実施により読書時間を確保するとともに、学校図書館の
活性化を図り、児童・生徒の読書活動を推進する。

　各学校における朝読書などの読書活動を推進し、児童・生徒の豊かな言語
能力を育成した。
　全校一斉読書の実施校数（隔年で調査を実施）
　【平成30年度】
　　95校（小64校、中31校）
  【令和２年度】
　　89校（小63校、中26校）

　平成29年度から全ての区立小中学校の図書館に学校図書館管理員または学
校図書館支援員を配置し、カウンター業務や学習用図書の手配など学校図書
館の運営を支援している。
　　学校図書館への人的配置校数
　　　　　　　　　　　【令和元年度】　【令和２年度】　【令和３年度】
　　学校図書館管理員　小34校、中19校　小34校、中19校　小39校、中21校
　　学校図書館支援員　小31校、中14校　小31校、中14校　小26校、中12校

　学校図書館蔵書管理システム（令和２年度末に全校配備完了）により、す
べての蔵書をシステム上で管理している。

教育指導課、光が丘図書館

項目9　学校図書館を活用した学習・読書活動の充実

目標
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点
検
・
評
価
欄

特記事項評価

昨年度の点検・
評価における
主な意見（教育
委員・有識者）

昨年度の主な
意見に対して
現在取り組ん
でいること、
今後の方向性

幼保小連携および小中一貫教育について、協議会、フォーラム、リーフ
レット配布等の取組を継続してほしい。
目指す15歳の姿の設定や中学校区別研究会を実施し、小中一貫教育の充実
が図られている。
すべての中学校の校舎に、小学生が使うための連携教室を整備できるよう
検討してほしい。
「特別の教科　道徳」の取組に関する教員向けの研修会は、今後も対象者
を増やして継続してほしい。
ALT配置および英検検定料補助制度等、具体的な取組を実施し、英語教育の
充実を図っている点は評価できる。英語以外の教科でも具体的な取組を実
施して、学びの充実を図ってほしい。
行動制限に伴う運動能力の低下が懸念される。体力向上のための取組を実
践してほしい。
地場産物を使用した学校給食の提供は評価できる。今後は生産者による説
明の機会を増やしてほしい。また、伝統的日本食の継承につながる企画や
食品ロスに関する取組の実施を検討してほしい。
すべての児童・生徒にタブレット端末を配備した点は評価できる。引続
き、タブレット端末の効果的な活用を推進してほしい。

○

○

○

○

○

○

○

○

幼保小連携および小中一貫教育の推進に向けた取組を継続するとともに、
各施設における子どもたちの連携のあり方についても、引き続き検討して
いく。
令和３年度の第２回研修会は、感染状況を踏まえオンライン研修会とした
ことで、参加者の拡充につながった。今後も、集合型とオンライン開催の
研修会を併用し、多くの教員の研修会参加に努める。
英語教育以外の教科についても学力向上を目指し、国や都の学力調査の結
果を基に、教育指導課訪問等の機会を通じて、各校に現状分析や今後の課
題について指導・助言を行っていく。
教員向け研修における運動事例の周知、保護者等への啓発活動等、子ども
たちの体力向上に係る取組を引き続き実践していく。
令和４年度に配付した教育ICT実践事例集を活用し、タブレット端末を効果
的に活用した授業を実施できるよう教員のICT活用能力の向上に努める。

○

○

○

○

○
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所管課

主
な
取
組

○
○

○

○

教育指導課、学校教育支援センター

子どもたちの良さや伸びようとする力を引き出す教員を育成します。
授業力や生活指導の力はもちろん、いじめ・不登校をはじめ、様々な問題
に対応する力を身に付けるため、研修等により教員の資質・能力の向上を
図ります。
ICT機器を有効に活用して効果的に学べる授業を実現するために、教員の機
器の活用能力の向上を図ります。
教員が子どもたちと向き合う時間を増やします。

今後の
取組

事業
成果

　職層や教育課題に応じた研修を実施し、教員の資質および学習指導力の向
上を図る。
【令和３年度】
　①職層研修
　　校長・副校長研修、昇任・転任研修、主幹教諭任用時研修、
　　主任教諭任用時研修、指導教諭連絡協議会
　②年次研修
　　中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、初任者新規採用者等研修、２年次研修、
　　３年次研修
　③担当者・リーダー養成研修
　　教務園務担当者連絡会、生活指導担当者連絡会、研究担当者研修、
　　進路指導担当者連絡会、司書教諭等研修、道徳教育研修、
　　食育推進研修、特別支援教育コーディネーター研修、
　　小中一貫教育研修、いじめ・不登校対応研修、学校マネジメント講座、
　　異文化理解・多文化共生に関する研修、ICT活用推進リーダー育成研修
　④教育課題研修
　　人権教育研修、外国語・外国語活動研修、特別支援教育研修、
　　特別支援教室巡回指導教員研修、応急救護研修、体育実技（水泳指導・
　　ダンス）研修、体力向上に関する研修、小動物飼育研修、
　　幼児教育研修、幼保小連携地区別研修、学校教育相談研修、
　　ねりまスキルアップ講座、指導教諭による模範授業

項目1　教員研修の充実

重
点
施
策

1-② 教員の資質・能力の向上

概要

目標
　職層や教育課題に応じた各種研修等を実施するとともに、意欲と能力ある
若手教員の養成を進め、教員の資質と指導力の向上に努める。

　引き続き教育アドバイザーの増員等により、若手教員の指導機会を拡充す
る。また、従来の集合型研修だけでなく、Web会議システムを活用したオンラ
インによる双方向型研修や動画視聴型研修（オンデマンド）など新たな研修
スタイルを取り入れ、教育現場のニーズに合わせた実践的な研修を充実させ
る。

項目2　教員のICT活用能力の向上

目標
　ICT機器を有効に活用して効果的に学べる授業を実現するために、教員の機
器の活用能力の向上を図る。
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所管課

　小中学校への会計年度任用職員の配置や出退勤システムの導入により、教
職員の業務負担軽減を図ることで子どもと向き合うことができる環境を整備
する。

(1) 人的配置
　学校（園）教員の長時間労働の改善を目的とした、「練馬区立学校（園）
における働き方改革推進プラン」を平成31年３月に策定した。
　教員が児童・生徒への指導・教材研究等を行う時間の確保や、副校長が学
校経営等の業務に注力できる環境を整備するため、教員の業務をサポートす
る会計年度任用職員を配置した。
【令和元年度】
　学校経営補佐：中学校１校
　副校長補佐：小学校１校、中学校１校
　スクール・サポート・スタッフ：小学校４校、中学校６校
【令和２年度】
　学校経営補佐：中学校１校
　副校長補佐：小学校18校、中学校６校
　スクール・サポート・スタッフ：小学校28校、中学校14校
　部活動指導員：中学校３校
【令和３年度】
　学校経営補佐：中学校１校
　副校長補佐：小学校19校、中学校11校
　スクール・サポート・スタッフ：小学校65校、中学校33校
　部活動指導員：中学校３校

(2) 教職員出退勤管理システム
【令和元年度】
　・教職員出退勤管理システムの導入に向けた検討を開始
【令和２年度】
　・教職員出退勤管理システムのプロポーザルを実施
　・教職員出退勤管理システムの業務委託契約を締結、システム構築
【令和３年度】
　・教職員出退勤管理システム本稼働、令和３年９月から運用開始

目標

項目3　子どもたちと向き合う時間の創出（教員の働き方改革の促進）

事業
成果

主
な
取
組

事業
成果

　区内小中学校教員を対象に、タブレット端末を含むICT機器に関する定期的
な研修を実施し、教員のICT活用指導力の向上に努めた。
【令和元年度】
　ICT機器を活用した教育活動の推進に向けた研修会の実施（２回）
【令和２年度】
　タブレット端末を含むICT機器の学習における効果的な活用に向けた研修の
実施（２回）
【令和３年度】
　ICT活用推進リーダー育成研修の開催（５回）
　ICT支援員の増員配置（令和２年度：14人 → 令和３年度：28人）
　教育ICT実践事例集の作成（令和４年３月完成）

今後の
取組

　還元研修を目的としたICT活用推進リーダー育成研修会を通して、ICT活用
推進リーダーを育成し、校内研修の充実を図る。
　教育ICT実践事例集の活用やICT支援員との連携を通して、教員のICT機器の
活用能力の向上を図る。
　教員用タブレットを配備する。

教育施策課、教育指導課
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所管課

教育課題研修が幅広い分野に対して実施されたことは評価できる。引続
き、教員の資質や指導力の向上に努めてほしい。また、環境教育に関する
研修の実施を検討してほしい。
コロナ禍でも教育課題研究指定校がオンラインなど工夫して、優れた教育
の実践を推進していることは評価できる。
実地指導の充実のために、教育アドバイザーによる訪問回数を増やすよう
検討してほしい。
細やかな準備期間もなく、タブレット端末を使ったリモート学習が進めら
れたことは、全教員の大変な努力、研鑽があったと思うので、その能力を
評価したい。今後は、対面授業との組合わせ、効率的な対応等について検
討してほしい。
ICT機器活用能力向上に関する取組は評価できる。引続き、実践事例集の作
成・共有を推進してほしい。
教員の事務をサポートする職員の配置等の取組は評価できる。今後は、職
員を増員する上で質の向上も推進してほしい。

○

○

○

○

○

○

環境教育に関する研修を、令和４年度のねりまスキルアップ講座（自然を
生かした理科指導のポイント）で実施し、子どもたちの環境への関わり方
等の指導方法について理解を深めた。引き続き、教員の資質・指導力向上
に資する研修を実施していく。
令和４年度は、教育アドバイザーによる訪問回数を１年次（期限付）３
回、２年次２回、３年次１回と、昨年度からそれぞれ１回ずつ増やし、若
手教員の学習指導等の向上を図った。
ICT活用推進リーダー（練馬区立学校の各校から１名選出）を中心に各校で
の効果的な事例を共有し、よりよい方法を検討していく。
ICT活用推進リーダーが集まる研修会で実践事例集の内容を取り上げ、全校
に対してICT機器の効果的な活用を広めていく。
会計年度任用職員の配置拡大だけでなく、それぞれの職の勤務形態の見直
し（短時間勤務の導入など）を行い、多様な人材を確保することで、全体
としての質の向上を図る。

○

○

○

○

教育指導課

特記事項

　会計年度任用職員（副校長補佐、部活動指導員等）の配置を拡大するとと
もに、各校の好取組事例を周知することで、教員の業務をサポートする人材
の活用を推進する。
　校長会、各種研修会等において、働き方に関する啓発活動に取り組むこと
で、教員の意識改革を促す。また、教職員出退勤管理システムで客観的に把
握した学校別の時間外在校時間を分析し、対策を検討する。
　副校長会等の各種会議や研修のオンライン化を推進し、教員用タブレット
を活用した校内での情報共有の検討を進めるなど、校務および業務の改善に
取り組む。

点
検
・
評
価
欄

評価

今後の
取組

昨年度の点検・
評価における
主な意見（教育
委員・有識者）

昨年度の主な
意見に対して
現在取り組ん
でいること、
今後の方向性
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所管課

学校の建物や設備の改修・改築を計画的に進め、子どもたちの学ぶ環境を
整えます。
区立学校の適正配置に努め、学校規模によって教育内容に差が生じないよ
うにします。
教育活動に支障がない範囲で学校施設を有効に活用します。
一人ひとりに応じたきめ細かな教育を実現するため、学級編制等のあり方
について、国等の動向を注視しながら検討を進めます。

○

○

○
○

項目1　 学校施設の整備（改修・改築）

目標

主
な
取
組

事業
成果

重
点
施
策

1-③ 学校の教育環境の整備

概要

目標

　今後の児童・生徒数の動向や施設の改築時期、35人学級編制の実施、小中
一貫教育の取組等を踏まえ、区立学校の適正規模・適正配置のあり方等につ
いて検討を進める。
　また、旭丘・小竹地域における施設一体型小中一貫教育校の開校に向け
て、旭丘小学校・旭丘中学校を先行して準備を進める。

学校施設課

項目2　区立学校の適正規模・適正配置

　校舎等の改修・改築により児童・生徒にとって安全で快適な教育環境を整
備する。

今後の
取組

　区の財政状況を踏まえながら「練馬区学校施設管理実施計画」に基づき、
引き続き校舎等の改修・改築を進めるとともに、学校施設の長寿命化等に取
り組む。

  耐震補強工事では十分な耐震性を確保できない学校施設について、改築に
より耐震化を進め、「練馬区区立施設建築安全基本方針」に基づく仮設建築
物の解消と合わせて校舎等の改築を進めた。
　令和３年度は、下石神井小学校、石神井小学校および大泉西中学校の改築
工事が完了し、関町北小学校および上石神井北小学校の改築工事を進めると
ともに、旭丘小・中学校（小中一貫教育校）の実施設計に着手した。

【令和元年度】
　工事５校（石神井小学校、下石神井小学校、大泉東小学校、関町北小学
校、大泉西中学校）
　設計２校（上石神井北小学校、関町北小学校）
【令和２年度】
　工事４校（石神井小学校、下石神井小学校、関町北小学校、大泉西中学
校）
　設計２校（上石神井北小学校、旭丘小・中学校）
【令和３年度】
　工事５校（石神井小学校、下石神井小学校、関町北小学校、大泉西中学
校、上石神井北小学校）
　設計２校（上石神井北小学校、旭丘小・中学校）

10



所管課

所管課

　令和３年の法改正により、小学校35人学級の対象年齢が令和７年度に小学
６年生まで段階的に拡大していく。国および都の規程に基づいた学級編制を
確実に実施する。

今後の
取組

　今後の児童・生徒数の動向や施設の改築時期、35人学級編制の実施、小中
一貫教育の取組等を踏まえ、区立学校の適正規模・適正配置のあり方等につ
いて検討を継続する。
　また、旭丘・小竹地域における施設一体型小中一貫教育校の開校に向け
て、引き続き小中一貫教育校推進委員会を開催するなど、保護者や地域の意
見を聞きながら準備を進める。

今後の
取組

　引き続き法改正を踏まえて、今後の児童・生徒数について推計を行う。そ
の結果を関係各課に適時提供することにより、普通教室を計画的に確保して
いく。また、推計の精度を高めるため、推計方法を随時見直す。

事業
成果

　令和元年度から保護者や地域の代表および学校長等で構成する小中一貫教
育校推進委員会を開催するなど、小中一貫教育校の開校に向けた検討を進め
た。
【令和元年度】
　推進委員会　４回
　地域説明会　１回
【令和２年度】
　推進委員会　２回
　地域説明会　１回（練馬区公式ホームページで報告資料を掲載）
【令和３年度】
　推進委員会　２回
　地域説明会　１回

学務課

事業
成果

　令和４年度は小学３年生が35人学級となった。児童・生徒数の推計を関係
各課に提供し、普通教室の確保に努めた。

教育施策課

主
な
取
組

項目3　学級編制等のあり方の検討

目標

11



○

○

○

○

○
○

特記事項

引き続き、学校施設の耐震化を迅速に推進してほしい。また、災害対応マ
ニュアルの定期的な見直しと、設備・備品の確認をしてほしい。
学校の屋上等の空きスペースを活用した太陽光発電設備の設置など工夫
し、気候変動対策をはじめ、SDGsに関する取組を推進してほしい。
体育館の空調設備や屋外授業で使用するテントの用意等、先取りしている
予防対策はよかった。
樹木の倒壊による被害を防止するために、全校に対して調査を実施した点
は評価できる。
旭丘・小竹地域における施設一体型小中一貫教育校の開校に向けた準備が
整ってきている。区で初となる高齢者・障害児との総合施設として大いに
期待する。
小学３年生から６年生までの35人学級編制の早期対応に努めてほしい。
通学路の安全等、ハード面は整備されている。ただ、指定の通学区割りを
越えて、遠方から長い距離を徒歩で登下校している小学生低学年の子ども
たちの安全性は気になるところである。

○

○

○

○

○

○
○

区の財政状況を踏まえながら「練馬区学校施設管理実施計画」に基づき、
引き続き校舎等の改築を進めていく。また、施設の状況に応じて必要な改
修を実施していく。
今後も、校舎の改築の際には、太陽光発電設備の設置など自然エネルギー
の活用や省エネルギーの仕組みを導入する。
災害時の避難場所としても良好な環境となるよう、令和元年度から概ね７
年間で全区立小中学校の体育館に空調設備を設置する。
「公共施設の樹木育成保全ガイド」に基づき、年１回の定期点検を行うこ
とで、施設の安全性と樹木の健全性を確保していく。
35人学級編制については令和7年度にかけて着実に実施していく。
特別な事情により学区域外から通学する場合は、保護者に学区域内まで登
下校の付き添いをお願いしている。

昨年度の点検・
評価における
主な意見（教育
委員・有識者）

点
検
・
評
価
欄

評価

昨年度の主な
意見に対して
現在取り組ん
でいること、
今後の方向性
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所管課

主
な
取
組

項目2　関係機関との連携強化

目標
　子どもに対する総合的かつ切れ目のない成長支援の施策を、効果的・効
率的に展開するため、教育、福祉、保育、保健等を所管する関係機関の連
携を強化する。

項目1　家庭教育への支援

目標
　児童・生徒および保護者等を対象に、家庭教育や子どもの健全育成、安
全等に関する学習や話し合いの場や機会を充実する。

事業
成果

今後の
取組

　家庭教育支援に関するホームページを作成し、LINEやタブレット等を用
いて情報提供を行っていく。
　今後もさまざまなテーマで保護者向け講演会を充実させていく。
　関係機関と連携した事業周知も引き続き取り組んでいく。

　多種多様な学びの場や相談窓口等を紹介するため、家庭教育支援リーフ
レット「ネリまなび」を発行した。
　子育てに関する保護者対象の講演会を開催した。
【令和３年度　テーマ・開催日・参加人数】
(1) 子育て講習会（４回制オンライン開催）
　令和３年５月８日、22日、６月５日、19日　延24名
(2) 発達障害の子を伸ばす、家庭でのアプローチ
　令和３年６月17日　22名
(3) 不登校・勉強が苦手な子どもたちの進路選択
　令和３年６月26日　34名
(4) 子育て講習会（４回制オンライン開催）
　令和３年９月25日、10月9日、23日、11月6日　延33名
(5) 不登校経験のある子どもの進路選択
　令和３年10月30日　34名
(6) 悩まないで、子どもの不登校
　令和３年12月２日　26名
(7) 子育て講習会（３回制オンライン開催）
　令和４年１月29日、２月12日、２月26日　　延42名
(8)高校で不登校にならないために
　令和４年３月12日　　17名
令和３年度　合計８講座　16回　延232名
（令和２年度　合計７講座　12回　延163名）

教育施策課、学校教育支援センター

２　家庭や地域と連携した教育の推進

重
点
施
策

２-①　家庭教育への支援

概要

学校や教育委員会がオンラインの活用を通じて様々な情報を家庭に提供
するなど、多様な家庭教育支援を行います。
家庭と、学校・教育委員会が協力しながら、問題を解決できる体制を強
化します。

○

○
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所管課

　

学校、地域、関係機関と連携・協力し、子育てや教育に関する様々な情
報を集約し引き続き積極的な情報発信を行っていく。
スクールソーシャルワーカーが力を発揮しやすい環境となるように、学
校や関係機関との連携を引き続き図っていく。
今後もさまざまなテーマで保護者向け講演会を充実させていく。

◯

◯

◯

昨年度の主な
意見に対して
現在取り組ん
でいること、
今後の方向性

点
検
・
評
価
欄

評価

昨年度の点検・
評価における
主な意見（教育
委員・有識者）

子育てに関する講演会等に、より多くの保護者等に参加してもらえるよ
う、創意工夫をしてほしい。
多忙な保護者が子どもと向き合うための創意工夫ができるよう、家庭と
学校との情報交換等の支援を推進してほしい。
スクールソーシャルワーカーが関係機関と連携し、児童・生徒を効果的
に支援している点は評価できる。引き続き、スクールソーシャルワー
カーが力を発揮しやすい環境を作ってほしい。

○

○

○

特記事項

事業
成果

スクールソーシャルワーク事業では、スクールソーシャルワーカーが全小
中学校の定期訪問を行い、不登校児童・生徒の早期発見、不登校の未然防
止、初期対応を学校と連携し行っている。また、学校の校内委員会、子ど
も家庭支援センターの地域ネットワーク会議、主任児童委員連絡会に定期
的に出席し、連携を深めている。学校教育支援センターの教育相談室・適
応指導教室、総合福祉事務所、保健相談所等とも必要に応じて連携し、児
童・生徒の支援を行っている。

学校教育支援センター、子ども家庭支援センター

今後の
取組

　今後もスクールソーシャルワーク事業にて全小中学校の定期訪問を行
い、不登校児童・生徒の早期発見、不登校の未然防止、初期対応を学校と
連携して行っていく。また、今後もより一層の各関係機関との連携を図っ
ていく。
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所管課

重
点
施
策

２-② 学校運営や教育活動における家庭や地域との協働

概要

主
な
取
組

今後の
取組

　通学区域防犯カメラを安定的に運用するとともに、引き続き学校防犯指
導員による防犯指導や民間警備員の配置を行う。また、学校・保護者・地
域・警察署等と合同で通学路等安全点検を実施し、通学区域内の危険箇所
を把握のうえ、対策を立案・実施する。実技講習会等の啓発活動について
は、行動を通じて学ぶことが出来るメニュ－を検討・実施する。

教育総務課

項目1　学校安全対策の推進

目標
　区内３警察署と連携しながら警察官OBの学校防犯指導員による防犯指導
や民間警備員派遣等の学校安全対策に取り組む他、講習会等啓発事業の開
催を通じて保護者、教職員、子ども等の防犯意識の向上に努める。

事業
成果

　子どもに関する不審者情報を把握した際、学校防犯指導員が不審者の態
様、行為、危険性を判断し、各小中学校等への防犯指導や学校防犯指導員
による臨場警戒、民間警備員の派遣等を実施した。さらに重大な事態に至
りそうなケースについては所管警察署に繋げた。
　また、保護者向け・教職員向け・子ども向けの講習会を実施し、防犯意
識の啓発に努めた。

民間警備員の派遣
【令和元年度】派遣日数　385日
　　　　　　　派遣校数　 62校
【令和２年度】派遣日数　282日
　　　　　　　派遣校数　 49校
【令和３年度】派遣日数　275日
　　　　　　　派遣校数　 48校

子どもの見守り・安全講習会の実施
【令和元年度】参加者　706名（５校）
【令和２年度】参加者　 20名（１校）
【令和３年度】参加者　103名（６校）

通学区域防犯カメラの設置
【平成26年度】 65台
【平成27年度】128台　累計　193台
【平成28年度】132台　累計　325台
【令和元年度】 66台　累計　391台

通学路等安全点検の実施
(全小学校65校を３年間で一巡。学校が希望すれば２年連続実施も可）
【令和元年度】実施校　28校
【令和２年度】実施校　22校
【令和３年度】実施校　24校

子どもたちの安全を守るため、学校・保護者・地域の連携をさらに強化
します。
家庭・地域の学校教育への参画を促進し、地域社会との協働による学校
運営を目指します。
子どもたちが身近な地域社会で様々な体験学習ができる環境を整えま
す。

○

○

○
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　引き続き全小中学校・幼稚園を学校・地域連携推進校に指定し、地域の
人材の活用を進めていく。また、学校サポーターの登録者数拡大に取り組
むとともに、地域未来塾実施校拡大を進め、学校での活用を促進してい
く。

今後の
取組

学校、保護者、地域、警察署と合同で行う通学路安全点検を全校で実施
し、子どもたちの事故を未然に防いでほしい。
学校周辺の防犯は地域の協力が不可欠であると考える。より多くの地域
の方に安全講習会に参加してもらえるよう周知してほしい。
地域社会の子ども世代を守り、向き合おうとする大人たちの誠意と熱意
を感じる。学校も地域に潜在する多くの力を引き出すために、地域との
好ましい関係づくりに励んでほしい。
防犯指導、民間警備員の配置、通学路の安全点検、実技講習会等を継続
的に実施して、学校安全対策を今後も推進してほしい。
地域人材を活用して「学校・地域連携事業」を推進し、地域未来塾や学
校サポーター登録制度を充実させている点は評価できる。

○

○

○

○

○

通学路等安全点検については、今後も防犯・交通安全の両面で計画的に
実施し、学校、保護者、地域、警察署等と連携して、子どもたちの安全
を確保していく。
子どもの見守り・安全講習会については、引き続き、各校PTA等にも参
加を積極的に働きかけていく。
防犯指導や民間警備員の配置、通学路等安全点検や講習会等の学校安全
対策を継続的に進めていく。

◯

◯

◯

昨年度の主な
意見に対して
現在取り組ん
でいること、
今後の方向性

項目2　地域を活用した教育活動の推進

目標
　各学校において、多様な教育活動を展開するため、様々な知識・経験・
技能を有する地域の人材の活用を進める。

教育指導課

昨年度の点検・
評価における
主な意見（教育
委員・有識者）

事業
成果

 平成28年度から、地域人材の活用を進めるため、「学校・地域連携事業」
を開始し、平成30年度より全校・園にて実施した。各校に地域の人材と学
校のニーズを調整するコーディネーターを配置し、地域と学校の連携体制
の強化を進めた。
　また、多くの学校で、学習習慣が十分身に付いていない児童・生徒等を
対象とした放課後等の学習支援「地域未来塾」を実施した。地域未来塾の
実施にあたり、大学生や教員OB等の地域人材を活用した。
　さらに、教育活動への協力を希望する人材を登録して、学校に紹介する
「学校サポーター登録制度」を運用した。

【令和元年度】
　学校・地域連携推進校　101校・園　（うち地域未来塾実施校　71校）
　学校サポーター登録数　309名・13団体　（令和元年度末時点）
【令和２年度】
　学校・地域連携推進校　101校・園　（うち地域未来塾実施校　75校）
　学校サポーター登録数　352名・10団体　（令和２年度末時点）
【令和３年度】
　学校・地域連携推進校　101校・園　（うち地域未来塾実施校　78校）
　学校サポーター登録数　366名・15団体　（令和３年度末時点）
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点
検
・
評
価
欄

評価 特記事項
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主
な
取
組

重
点
施
策

３-①　いじめ・不登校などへの対応

概要

３　支援が必要な子どもたちへの取組の充実

事業
成果

(1) 教育相談の実施
　教育相談室４室に心理教育相談員を配置し、子どもと保護者の相談を受
けている。
　教育相談来室件数
【令和元年度】2,347件
【令和２年度】2,624件
【令和３年度】2,808件

(2) 関係機関の連携
　スクールカウンセラー、心のふれあい相談員を全小中学校に配置し、き
め細かい心のケアを行い、悩みを抱える児童・生徒の学校生活を支えてい
る。小中学校の依頼に基づき、スクールソーシャルワーカーが関係機関と
連携して支援を行っている。
　スクールソーシャルワーカーの支援者数
【令和元年度】小学生282人　中学生255人
【令和２年度】小学生286人　中学生294人
【令和３年度】小学生267人　中学生269人

(3) 研修会等の実施
　若手教員研修会において、いじめ防止をテーマにした内容を実施し、い
じめの未然防止に向けた教員の役割について理解を深めた。
　全校のいじめ対策推進教員を対象にしたいじめ防止に関する研修会を実
施し、各校における組織的にいじめに取り組む体制の充実を図った。
　各校でのいじめに関する校内研修の充実を図るために「いじめ防止研修
資料」を作成し、学校に周知した。
　不登校対応に関しては、不登校児童・生徒への支援方針を明確にし、対
応のポイントを明示した不登校パンフレットを作成し、学校に周知した。

いじめ・不登校などに対して、未然防止・早期対応につながる効果的な
取組を学校、教育委員会、関係機関が一体となって進めます。
早い段階から専門的知識をもつ人材を活用して、いじめ問題の解決にあ
たります。
不登校児童・生徒の学習機会を保障するため、適応指導教室を充実する
とともにICT機器の活用を図ります。
不登校児童・生徒の実態を詳細に調査し、より効果的な不登校対策に取
り組みます。

○

○

○

○

項目1　いじめ・不登校等に対する効果的な取組の推進

目標

　いじめ・不登校等に対して各校での組織的な体制の充実を図っていく。
　スクールカウンセラーや心のふれあい相談員等の校内相談体制と、教育
相談室、スクールソーシャルワーク事業などの校外相談体制を一層充実さ
せるとともに、学校、教育相談室、適応指導教室、子ども家庭支援セン
ター、こども発達支援センター、総合福祉事務所、保健相談所など関係機
関の連携を一層深めていく。
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所管課

所管課

教育指導課、学校教育支援センター

項目2　専門的人材を活用したいじめ問題の解決

目標

今後の
取組

　令和３年度に引き続き、学校(園)への研修や事例紹介等により、一層の
制度活用や情報共有を促進し、教員の意識啓発と対応力向上を図る。

　生徒・児童および園児の健やかな成長および発達と、これらに寄与する
学校運営の安定に資するため、スクールロイヤーによる相談・支援システ
ムを運用することによって、学校におけるトラブルを防止するとともに法
的な知見に基づいて適切かつ迅速に問題の解決を図る。

事業
成果

今後の
取組

　引き続き、校内相談体制と校外相談体制を強化し、関連機関の連携を深
め、早期対応・早期解決を進めていく。
　平成30年度に開始したスクールソーシャルワーカーによる定期的な学校
訪問により、学校関係者と緊密に連携を取り、不登校などで困っている児
童・生徒を把握し、早期発見・早期対応につなげている。今後も適切な支
援を行えるよう各関係機関とより一層連携を図っていく。
　「いじめ防止研修資料」を確実に校内研修で取り扱うよう周知し、いじ
めの確実な認知など、各校における組織的ないじめ問題への対応を充実さ
せていく。
　不登校対応研修において、各校の不登校対応の好事例を収集し、協議会
等を通して、区内学校への還元を図る。また、中学校の不登校加配教員設
置校を中心に、別室対応を推進している学校の取組を取りまとめて区内学
校に伝達し、区内別室対応の強化を図る。

　令和３年６月からスクールロイヤー制度を導入した。
１　委託先
　　第二東京弁護士会
２　令和３年度の実績
 (1) 相談件数　38案件（延べ62件）
 (2) 学校(園)管理職を対象とした研修の実施（２回）
 (3) 学校(園)向け事例紹介「スクールロイヤーだより」の発行（１回）

教育指導課
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所管課

目標 不登校の子ども一人ひとりの状況に応じた対応の更なる充実を図る。

主
な
取
組

項目3　不登校児童・生徒への学習機会の充実

事業
成果

　不登校児童・生徒の社会的自立と学校復帰を支援するため、適応指導教
室（小学生対象:フリーマインド･中学生対象:トライ）を運営している。在
籍する児童・生徒への、学習面の支援と学校への復帰の支援および将来的
な自立に向けた支援を継続して行っている。
　登録者数
【令和元年度】フリーマインド129人　トライ295人
【令和２年度】フリーマインド119人  トライ262人
【令和３年度】フリーマインド153人(※１)  トライ278人（※２）
　　　　　　※１うち上石神井フリーマインド31人
　　　　　　※２うち上石神井トライ48人
　令和３年３月より上石神井において、適応指導教室を委託により開始し
た。

　平成30年度から、光が丘第一分室で集団での学習支援が困難な不登校児
童・生徒の個別学習支援等を委託実施している。また、令和元年度から対
象を18歳まで拡大した。
　登録者数
【令和元年度】21人（小学生11人　中学生10人）
　　　　　　　20人（15歳～18歳）
【令和２年度】17人（小学生９人　中学生８人）
　　　　　　　23人（15歳～18歳）
【令和３年度】23人（小学生12人　中学生11人）
　　　　　　　18人（15歳～18歳）

　平成27年度から不登校の児童・生徒に対して、自立した生活を送れるよ
うにするため、居場所を設けている。生活習慣、学習習慣の形成や社会性
を育成するための支援を行っている。（居場所支援事業）
　登録者数
【令和元年度】18人（小学生11人　中学生７人）
【令和２年度】20人（小学生９人　中学生11人）
【令和３年度】14人（小学生８人　中学生６人）
　令和３年３月より上石神井において、居場所事業を委託により、開始し
た。

今後の
取組

　令和３年３月、上石神井において、適応指導教室・居場所支援事業を委
託により開始した。現在、民間施設の借上げにより行っているが、令和５
年以降、公共施設の跡施設に移転を検討する。また、児童・生徒用タブ
レットパソコン等を利用して、不登校児童・生徒に対し、オンライン相談
や新たに配置する学習指導協力員による学習支援を行う。

学校教育支援センター
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所管課

　令和３年度および４年度にかけて不登校の実態を把握する調査を実施
し、これまでの取組の検証と今後取り組むべき施策を明らかにする。

今後の
取組

・民間の不登校児童・生徒支援事業に関する調査の実施
・ふれあい月間における長期欠席児童・生徒調査の実施
・学校状況調査の実施
・調査経緯の分析・まとめ・報告

令和３年度実施
・不登校生徒追跡調査（一次調査）の実施（アンケート調査）
・不登校生徒追跡調査（二次調査）の実施（追加アンケート調査およびイ
ンタビュー調査）
・ふれあい月間における長期欠席児童・生徒調査の実施

教育指導課、学校教育支援センター

昨年度の点検・
評価における
主な意見（教育
委員・有識者）

項目4　不登校実態調査の実施

事業
成果

子ども家庭支援センター職員とスクールソーシャルワーカーが地区ごと
に意見交換会を行い、関係を構築することで、児童・生徒へのより良い
支援に結びつくと思う。
関係機関の連携、スクールロイヤー等の専門人材の活用を推進して、い
じめの未然防止や早期解決のため、引続き努めてほしい。
不登校対策のために多角的に取り組んでいることは評価できる。一方
で、不登校児童・生徒は増加傾向にあるため、今後も、校内フリース
クールの設置等、子どもたちのニーズに応えた効果的な取組を推進して
ほしい。
新たに上石神井に適応指導教室および居場所支援事業が開始したこと
で、利便性が向上した。今後は、少しでも多くの不登校児童・生徒の居
場所になることを期待する。
不登校問題は根本的な解決法が定まらないため、学校現場で児童・生徒
と接する教員には負担がかかっている。今後は、不登校生徒追跡調査等
の結果を踏まえて相応しい企画を立ててほしい。
不登校の要因として、「無気力・不安」が多い。その気持ちを上回るよ
うな「登校を楽しみにできる学校」を目指してほしい。

○

○

○

○

○

○

目標
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点
検
・
評
価
欄

評価

昨年度の主な
意見に対して
現在取り組ん
でいること、
今後の方向性

関係機関との連携を取りやすくするために、子ども家庭支援センターの
開催する地域ネットワーク会議へ地区の担当のスクールソーシャルワー
カーが出席することで、顔の見える関係を保ち、より良い支援に繋げて
いく。
令和４年度の研修では、学校(園)と地区担当弁護士による事例検討のグ
ループワークを行うことで、いじめをはじめとした様々な相談事例や、
初期対応におけるノウハウ等を共有するとともに、スクールロイヤーと
学校の関係構築を図った。また、学校(園)向け事例紹介「スクールロイ
ヤーだより」は、発行回数を年３回に拡大し、相談事例や対応例を閲覧
できる事例集として蓄積していく。
スクールロイヤー制度の更なる活用を促進することで、暴力行為やいじ
め問題、事故など、学校(園)における諸問題の対応を、迅速かつ適切に
行えるよう取り組んでいく。
新たに上石神井の適応指導教室を開始したことにより、周辺地域の不登
校児童・生徒の潜在的なニーズに応えており、令和４年度はさらに登録
者の増加が見込まれている。今後も、不登校児童・生徒に対して、心の
安定を図るための相談活動や一人ひとりが希望する学習活動等を通し
て、居場所となるよう努めていく。
令和３年度および４年度にかけて不登校の実態を把握する調査を実施し
ている。これまでの取組の検証と今後取り組むべき施策を明らかにする
とともに、令和５年度を目途に不登校対策方針の改定を検討する。
若手教員研修会において、不登校の未然防止および初期対応における外
部機関との連携をテーマにした内容を実施し、不登校の未然防止および
初期対応に向けた教員の役割について理解を深めている。
不登校対応研修において、各校の不登校対応の好事例を収集し、協議会
等を通して、情報共有を図る。また、練馬区不登校対策パンフレット等
を活用し、魅力あるよりよい学校づくりに向けた教員の役割について理
解を深めている。

○

○

○

○

○

○

○

特記事項
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所管課 学務課、学校教育支援センター

主
な
取
組

項目1　一人ひとりに応じた生活支援・学習支援の実施

目標
　支援が必要な子どもの個に応じた学習支援・生活支援を行い、教育の機
会均等を図る。

事業成果

(1) 学習支援
　経済的な支援を必要とする家庭の中学３年生を対象に、基礎的学力およ
び学習習慣の定着を図るための学習支援事業「中３勉強会」を、福祉部と
連携して行っている。
【令和元年度】
　実施会場７か所、利用者279人、修了者259人、うち進路決定者259人
【令和２年度】
　実施会場７か所、利用者221人、修了者212人、うち進路決定者212人
【令和３年度】
　実施会場７か所、利用者265人、修了者245人、うち進路決定者245人

(2)経済的支援
　就学援助制度として、経済的に困窮している区立、国公立小中学生の児
童・生徒の保護者に対して、学校でかかる費用の一部を支給している。
【令和元年度】
　小学校　要保護者　438人（1.32%）　準要保護者　4,228人（12.71%）
　中学校　要保護者　292人（2.23%）　準要保護者　2,482人（18.98%）
　小学校入学予定者に対する入学準備費の入学前支給　279人
【令和２年度】
　小学校　要保護者　379人（1.13%）　準要保護者　4,096人（12.24%）
　中学校　要保護者　281人（2.13%）　準要保護者　2,398人（18.17%）
　小学校入学予定者に対する入学準備費の入学前支給　323人
【令和３年度】
　小学校　要保護者　334人（0.99%）　準要保護者　3,862人（11.50%）
　中学校　要保護者　257人（1.90%）　準要保護者　2,311人（17.06%）
　小学校入学予定者に対する入学準備費の入学前支給　324人
  ※（）内は全児童・生徒数に対する割合

今後の
取組

　令和元年度から週２回の学習支援を行っている。引き続き利用者の要望
に応じた対応を行う。より効果的な事業となるよう、利用者の意見を踏ま
え充実を図る。
　就学援助制度については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、
支給対象月の拡充、周知回数の増を行っている。引き続き、支援が必要な
人に対し、適切に対応を行っていく。

家庭環境などにより、様々な問題を抱える子どもたちや家庭に対し、福
祉や保健などの関係機関が相互に協力して、一人ひとりにあった生活支
援や学習支援を行います。
外国人児童・生徒が教育を適切に受けられるよう、児童・生徒およびそ
の家庭への支援を充実します。

○

○

重
点
施
策

３-② さまざまな家庭環境で育つ子どもたちへの支援

概要
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所管課

項目2　外国人児童・生徒とその家庭への支援

目標
　外国人児童・生徒が教育を適切に受けられるよう、児童・生徒およびそ
の家庭への支援を充実する。

事業成果

(1) 入学意思等の確認
　新小学１年生と新中学１年生に対し、区立学校への入学意思を確認する
通知を送付した。在学年の学齢で就学先不明の場合は就学先を確認する通
知を送付した（延べ人数）。また、各通知を多言語化して送付した。
【令和元年度】入学確認通知　新小学１年生129名　　新中学１年生57名
　　　　　　　就学先確認通知　40名
【令和２年度】入学確認通知　新小学１年生124名　　新中学１年生67名
　　　　　　　就学先確認通知　40名
【令和３年度】入学確認通知　新小学１年生138名　　新中学１年生105名
　　　　　　　就学先確認通知　118名

(2) 日本語指導の実施
　日本語の習得が不十分で学習に支障がある外国人児童・生徒を対象に、
日本語への不安を取り除き、学校生活への適応を図るために、小中学校に
日本語等指導講師を派遣し、日本語指導を行った。
　【日本語指導を受けた児童・生徒】
　　令和元年度　小学校29校 58名　中学校17校 31名　計46校 89名
　　令和２年度　小学校43校 95名　中学校18校 26名　計61校 121名
　　令和３年度　小学校38校 75名　中学校15校 21名  計53校 96名
　※関連事業　こども日本語教室（地域文化部地域振興課事業推進係）

今後の
取組

　通知の送付回数を増やし、引き続き区立学校への入学意思の確認、就学
先の把握に努める。
　日本語等指導講師と児童・生徒とのマッチングの精度向上を図る。
　日本語指導終了後の支援について検討する。

学務課、教育指導課
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点
検
・
評
価
欄

評価

就学援助制度の周知は区報、区ホームページの他、保護者に対しては、
学期ごとに学校から就学援助制度のお知らせを配付するなど周知の強化
に努めている。引き続き適正に就学援助制度を運営していく。
「中３勉強会」利用生徒および保護者にアンケートを実施した。利用者
の全てが進学し、そのほとんどが、入学後休まずに進学先に通っている
と回答している。また、中３勉強会に参加したことで、「勉強する習慣
ができた」、「苦手科目が減り、前よりできるようになった」、「受験
（受検）に役に立った」とのご意見をいただいた。引き続き、生徒一人
ひとりに適した丁寧な学習支援を行い、学習意欲を引き起こし、全員が
進路を決定できるよう、福祉部と連携しながら実施していく。
区立学校への入学意思を確認する通知は多言語化し、外国人児童・生徒
が教育を適切に受けられるよう取り組んでいる。
日本語指導終了後の児童・生徒の習得状態をより詳細に把握し、支援の
充実を検討していく。

○

○

○

○

家庭環境に関わらず、教育の機会均等を図るために、学習支援事業およ
び就学援助制度を推進してほしい。特に、ヤングケアラーの実態を掌握
し、対応してほしい。
福祉や保健等の関係機関とのつながりを強化し、要支援家庭の把握に努
めてほしい。
親の事情により満足な食が与えられない子どもたちがいる。恒常的に困
窮する子どもたちを支援するために、配食等の方法が考えられる。
外国人児童・生徒のための日本語指導や学校案内の多言語化は必要な視
点である。今後も、外国人児童・生徒が教育を適切に受けられる取組を
推進してほしい。

○

○

○

○

昨年度の点検・
評価における
主な意見（教育
委員・有識者）

特記事項

昨年度の主な
意見に対して
現在取り組ん
でいること、
今後の方向性
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所管課

主
な
取
組

学務課、教育指導課

重
点
施
策

３-③ 障害のある子どもたちなどへの支援

概要

項目1　障害理解への取組の充実

目標
　知的障害学級と通常の学級間で行われる学習だけでなく、都立特別支援
学校と区立小中学校間の副籍交流の充実を図る。また、教員の専門性の向
上と保護者に対する障害理解の啓発に努める。

事業成果

(1) 副籍交流の実施
　知的障害学級と通常の学級間での交流や副籍交流においては、新型コロ
ナウイルス感染症対策のために、交流内容に一部制約が生じた。
　しかしながら、知的障害学級と通常の学級間においては、学校行事や休
み時間等での交流を行った。
　また、副籍交流においては、感染症対策を講じながら、学習発表会や授
業の見学等を行った。また、オンラインでのボッチャ大会交流、展覧会で
の作品掲示、児童・生徒の自己紹介をまとめたプロフィールカード等のお
便り交換を行うなど、コロナ禍でありながらも工夫しながら交流の充実を
図ることができた。
　さらに、副籍事例集を作成し、区ホームページの掲載や学校への周知を
行うことによって、児童・生徒や教員・保護者に対して、副籍交流制度の
理解向上を図った。

(2) 研修会の実施
【令和元年度】
　特別支援教育コーディネーター研修会を年間３回実施
　特別支援教育研修会を年間１回実施。
【令和２年度】
　特別支援教育コーディネーター研修会を年間１回実施
　※新型コロナウイルス感染症の影響で年間２回の実施を予定していたが
　　第１回を中止とした。
　特別支援教育研修会を年間１回実施。
【令和３年度】
　特別支援教育コーディネーター研修会を年間２回実施
　特別支援教育研修会を年間１回実施。

今後の
取組

　引き続き、ICT機器を活用するなど交流学習と副籍交流および特別支援教
育に関する研修を充実させ、障害理解のための教育を推進していく。

子どもたちや教員が障害に対する理解をより深めるよう、取り組みを充
実します。
ICT機器を活用して、障害のある子どもたち一人ひとりに応じたきめ細
かな学習支援や子どもたち同士の交流を進めます。
医療的ケアをはじめ特別な支援が必要な子どもと家庭に対し、保育・教
育・福祉・保健などの関係機関が一体となって、切れ目のない支援を行
います。

○

○

○
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所管課

所管課

主
な
取
組

今後の
取組

　ICTを活用した指導方法について、教員の専門性向上を図る。また、特別
支援教育に効果的なデジタル教材等の導入を検討する。

教育施策課、教育指導課

項目3　医療的ケア児支援体制の充実

目標

事業成果

　平成29年度に「練馬区立小中学校・保育園・幼稚園などにおける障害児
等支援方針」を策定し、たんの吸引や経管栄養、導尿の医療的ケアを必要
とする子どもが安心して学校等に通えるよう、区では国に先行して医療的
ケア児への支援充実を図った。
　令和２年度からは血糖値測定やインスリン注射を必要とする医療的ケア
児への処置をモデル事業として実施している。
　令和３年６月に医療的ケア児支援法が成立したことを踏まえ、令和４年
度末の新支援方針策定を目指し、検討を開始した。また、訪問看護ステー
ションとの協働による支援体制を確立した。

 【医療的ケアが必要な児童の受入実績】
 令和元年度　小学校６校、学童クラブ３館、保育園１園 合計10名
 令和２年度　小学校10校、学童クラブ４館、保育園４園 合計18名
 令和３年度　小学校５校、中学校２校、学童クラブ５館、保育園３園
　　　　　　 幼稚園２園　合計18名

学務課、子育て支援課、保育課

今後の
取組

　令和３年６月に医療的ケア児支援法が成立したことを踏まえ、令和４年
度末に新支援方針策定し、令和５年度から保護者ニーズ等を踏まえた支援
の拡充を図る。
　医療的ケア児が安心して通園できるよう、近隣保育園が受入園をフォロ
ーできる体制を構築する。

項目2　ICTを活用した学習支援の推進

目標
　ICT機器を活用して、障害のある子どもたち一人ひとりに応じたきめ細か
な学習支援や子どもたち同士の交流を推進する。

事業成果

　教室のICT環境の整備とあわせ、子どもたちに一人一台、タブレット端末
の配付を完了した。
【令和２年度】
　区立小中学校の特別支援教室等に教室ICT機器を配備した。
　区立小中学校の全ての児童生徒に、一人一台タブレット端末を配付し
た。
【令和３年度】
　障害の特性に応じた学習支援を実施した。
　AIドリルを活用した学習を実施した。

　「練馬区立小中学校・保育園・幼稚園などにおける障害児等支援方針」
に基づき、児童・生徒等の状況に合わせた医療的ケア支援を実施する。
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点
検
・
評
価
欄

評価

昨年度の点検・
評価における
主な意見（教育
委員・有識者）

昨年度の主な
意見に対して
現在取り組ん
でいること、
今後の方向性

特記事項

コロナ禍で制約がある中でも、Zoomを使用したオンラインでの交流を
図ったり、副籍交流を積極的に行っていることが伺えた。今後は保護者
も交流できるように周知する機会を増やしてほしい。
障害理解のために副籍交流や研修会の実施、ICTを活用した学習支援、
医療的ケア児支援体制の充実等、効果的な取組が行われている。
就学相談の改善、校内外の支援体制の整備、教員の専門性の向上等、効
果的な取組を引き続き推進し、特別支援教育の一層の充実を図ってほし
い。
ICT環境が整備され、タブレットを利用した学習が可能となった。今後
はアプリ等の教材を的確に用意してほしい。
国に先行して医療的ケア児への受入れ児童数が毎年増えていることは評
価できる。引続き拡大してほしい。
障害のある子どもを持つ保護者の困りごとを聞く機会を増やしてほし
い。

○

○
○

○

○

○

副籍交流について、引き続きコロナ禍においても効果的に交流を実施で
きるよう、今後も取り組んでいく。また、必要に応じて保護者も交流に
参加できるよう、特別支援学校での交流教育連絡会等を通じて周知を
図っていく。
外部講師を招き、特別支援教育に関する研修を継続的に実施し、教員の
専門性向上を図っていく。
文部科学省が進めている実証事業に参加し、デジタル教科書による教育
効果の検証を行っている。今後、国や都の動向を踏まえ、練馬区におけ
るデジタル教科書の導入を検討する。
医療的ケア児の支援については、令和４年度に新支援方針を策定するた
め、保護者アンケートを実施した。令和５年度から保護者ニーズ等を踏
まえた支援を拡充する。医療的ケア児が安全で安心して過ごせる環境整
備にも取り組む。

○

○

○

○
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所管課

所管課

〇子育て分野

１　子どもと子育て家庭の支援の充実

重
点
施
策

１-①　相談支援体制の充実

概要

○

○

子育てのひろばに加え、外遊びの場「おひさまぴよぴよ」などに相談員
を配置し、乳幼児親子の身近な相談場所を拡充します。
自宅に居ながら相談や保護者同士の交流が行えるよう、オンラインを活
用した相談機能と情報発信の取組を充実します。

目標
　自宅に居ながら相談や保護者同士の交流が行えるよう、オンラインを活
用した相談機能や情報発信を充実させ、育児の孤立化を防ぐ。

事業
成果

○ 令和２年５月より、子ども家庭支援センターにおいてweb会議システム
   を活用したオンラインひろばを開始した。
　【令和２年度】109回実施　延べ1,096人参加
　【令和３年度】191回実施　延べ2,284人参加
○ 令和２年度・３年度に、web会議システムを活用したオンラインこども
　 カフェを実施した。
  【令和２年度】全８回開催　親子延べ20組参加
　【令和３年度】全８回開催　親子延べ29組参加

今後の
取組

　引き続きオンラインひろばを実施し、令和４年度からは６か所の保健相
談所とコラボ講座を実施するなど内容の充実に取り組む。

主
な
取
組

項目1　乳幼児親子の身近な相談場所の拡充

目標
　乳幼児を抱える保護者が身近な場所で気軽に子育てに関する相談ができ
る環境を整備する。

事業
成果

○ 公園で自然と触れ合いながら楽しめる外遊び型子育てのひろば「おひさ
 　まぴよぴよ」に育児の孤立化や虐待の防止を目的として令和元年度から
　 相談員を配置している。
　　　　　　　　　おひさまぴよぴよ利用実績　　　　　配置か所
　【令和元年度】　　　　22,504人　　　　　　　　　 　７か所
　【令和２年度】　　　　21,670人　　　　　　　　　 　７か所
　【令和３年度】　　　　23,592人　　　　　　　　　　 ７か所
○ 児童館学童クラブ室を活用した子育てのひろば（にこにこ）に相談員を
   配置した。
　【令和元年度】検討
　【令和２年度】２か所配置
  【令和３年度】２か所配置（新規配置なし）

今後の
取組

　令和５年度におひさまぴよぴよを新規開設し、相談員を配置する。引き
続き「にこにこ」に相談員を配置するなど、相談場所の拡充を図ってい
く。

子育て支援課、子ども家庭支援センター

項目2　オンラインによる相談と情報発信の充実

こども施策企画課、子ども家庭支援センター
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点
検
・
評
価
欄

評価 特記事項

昨年度の点検・
評価における
主な意見（教育
委員・有識者）

○

　
○
　
○

○

育児の孤立化や虐待の防止を目的として、「おひさまぴよぴよ」や「に
こにこ」の実施および相談員の配置を着実に行っている。引続き、相談
員を拡充してほしい。
ネットでのオンライン相談、家族もお馴染みのカフェでの親子の交流や
子育て相談等、それぞれの選択でつながる工夫はよい。
オンラインひろばや練馬こどもカフェ「オンライン版」を実施して、自
宅に居ながら相談や保護者同士の交流が行えるように工夫していること
は評価できる。今後も拡充してほしい。
練馬こどもカフェ「オンライン版」を開催し、感染症対策を施した上で
交流の場を提供していることは評価できる。孤立化しやすい在宅子育て
世帯を継続して支援してほしい。

昨年度の主な
意見に対して
現在取り組ん
でいること、
今後の方向性

○

○

○

令和５年度におひさまぴよぴよを新規開設し、相談員を配置する。ま
た、令和４年度は、新たに２か所の「にこにこ」へ相談員を配置した。
今後も引き続き相談員の拡充を行っていく。
コロナ禍において外出を控えている親子や、遠方で参加するのが難しい
親子が、自宅に居ながら気軽に相談や保護者同士の交流ができるよう、
引き続きオンラインひろばを実施していく。
練馬こどもカフェ「オンライン版」は、新型コロナウイルス感染症の影
響により、練馬こどもカフェが開催できなかった場合の代替処置として
実施した。今後も、感染状況を踏まえ、必要に応じて実施する。
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所管課

重
点
施
策

１-②　新しい児童相談体制の充実

概要

○

○

「練馬区虐待対応拠点」を活用して、区の地域に根差したきめ細かい支
援と、都の広域的・専門的な支援を適切に組み合わせ、迅速かつ一貫し
た児童虐待への対応を実現します。
地域のきめ細かな支援として、親子支援や継続的な関わりが必要な子ど
もへのサポートを進めるとともに、妊娠期からの切れ目のないサポート
として、保健相談所との一体的支援を強化します。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
な
取
組

項目1　都との連携強化

目標
　区子ども家庭支援センターによるきめ細やかな支援と、都児童相談セン
ターによる広域的・専門的な支援との連携を強化することで、迅速かつ一
貫した児童相談体制をさらに充実させる。

事業
成果

○ 令和２年７月、区子ども家庭支援センター内に都と共同で「練馬区虐待
　 対応拠点」を設置した。これにより都区の日常的な情報共有が可能とな
　 り、虐待発生時の速やかな合同訪問や一時保護、家庭復帰後の親子支援
　 につながるなどの成果が上がった。
○ 練馬区虐待対応拠点における都区連携実績
　 【令和２年度】236件（令和２年７月から令和３年３月まで）
　 【令和３年度】325件
○ 平成29年６月に都と締結した児童相談体制強化についての協定に基づき
　 区の管理職（通年１人、月２回１人）および一般職員（通年２人）の都
　 児童相談センターへの派遣を実施した。
○ 令和元年10月から都との協議を踏まえて、都児童相談センターから送致
　 された事案の対応を行っている。
　 都児童相談センターからの事案送致数の推移
　 【令和元年度】94件（令和元年10月から令和２年３月まで）
　 【令和２年度】232件
　 【令和３年度】341件
○ 令和３年８月から、迅速に適切な支援につなげるため、都区共通のチェ
   ックリストを用いて虐待通告の初期対応の振り分けを行う新たな取組を
   開始した。
　 【令和３年度】43件（令和３年８月から令和４年３月まで）

今後の
取組

　東京都が、令和６年度に（仮称）都立練馬児童相談所を、区の子ども家
庭支援センターと同一施設内に設置する。児童相談所の設置により、都区
合同のケース検討会議や虐待通告に基づく家庭訪問等が随時可能となり、
都区の緊密な連携を更に深め、支援の必要な家庭に対し、迅速かつ的確な
対応を図っていく。

子ども家庭支援センター
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所管課

事業
成果

○ 前年度に引き続き、令和３年度も相談員を５名増員し、児童虐待案件だ
　 けでなく、増加する子育ての悩みや養育不安等の相談にも丁寧な対応を
　 行った。
　 　　　　　　　児童相談件数　　　職員数（うち相談員）
　 【令和元年度】　6,589件　　　　　　53人（34人）
　 【令和２年度】　7,518件　　　　　　61人（39人）
　 【令和３年度】　9,532件　　　　　　65人（44人）
○ スーパーバイザーとして、医師や学識経験者に加えて、令和元年度から
　 弁護士と児童相談所OB(児童福祉司・児童心理司)による助言・指導を実
　 施した。
○ 施設でのショートステイ事業に加えて、登録家庭による「家庭型子ども
　 ショートステイ事業」を令和３年１月から実施した（登録家庭：９家
　 庭）。
○ 児童相談業務における、対面による新型コロナウイルス感染の懸念の解
　 消策として、ビデオ通話システムを活用することで、直接会わずに保護
　 者との面談や児童の安否確認ができる環境を整備した。
○ 初期対応の振り分けや児童相談所からの事案送致で急増している面前Ｄ
　 Ｖに担当する係を新設した。

今後の
取組

○ 増加する児童相談や虐待通告への丁寧な対応を図るため、福祉や保健師
　 等の専門職員の充実を図る。親権等法的判断を含む相談や児童相談所か
　 らの事案送致への対応にあたっては、弁護士・医師等からの助言・指導
　 が有効であるため、引き続きスーパーバイザーの活用を図っていく。
○ 児童相談業務は訪問等による対面を原則とするが、コロナ禍に応じた取
　 り組みとして、引き続きビデオ通話システムを活用する。

子ども家庭支援センター

項目2　子ども家庭支援センターによる支援体制の充実

目標
　職員の増員や係の新設、事業の充実など、区子ども家庭支援センターに
よる支援体制を充実させることで、増加する相談に対してきめ細やかな対
応をする。
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昨年度の点検・
評価における
主な意見（教育
委員・有識者）

○

○

○

○

「練馬区虐待対応拠点」を設置して、都区の日常的な情報共有、虐待発
生時の合同訪問、一時保護、家庭復帰後の親子支援等、成果を上げてい
ることは評価できる。親子支援の更なる強化に努めてほしい。
区独自の虐待対応拠点については良い取組だと思う。今後も一人でも多
くの家庭・子どもが救われるように努力してほしい。
相談件数の増加に伴い、相談員の増加も図っていることは評価できる。
スーパーバイザーからの助言は、相談者や職員にとって心強いものであ
る。引続き、スーパーバイザーと協働した取組を期待する。
子ども家庭支援センターでの相談数の増加実績をみても、確実に対応し
ていることがわかる。コロナ禍のなかで家庭内の混乱、生活不安から起
きるＤＶや虐待等の通報が届きやすくなっているか、ショートステイの
対象を生後２ヶ月からとしていることは、それほどセンターの働きが必
要とされているということだろう。

昨年度の主な
意見に対して
現在取り組ん
でいること、
今後の方向性

　
○

　
○
○

練馬区虐待対応拠点の設置によって都区の専門職員による日常的な情報
共有が可能となり、迅速な一時保護につなげるなど、都区連携は確実に
成果を上げている。都区連携のもと親子支援の更なる強化に努めてい
く。
スーパーバイザーの助言・指導により体制強化が図られている。
今後も都からの事案送致数の増加が予測され、増加する児童相談に対応
するため、区子ども家庭支援センターの体制強化と都児童相談センター
との連携をさらに深める。

点
検
・
評
価
欄

評価 特記事項
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所管課

所管課

重
点
施
策

１-③　支援が必要な子どもたちと家庭への取組の充実

概要

○

○

○

発達に不安のある親子対象の「のびのびひろば」を区内５か所の子ども
家庭支援センターで実施し、身近なところで相談できるようにします。
障害のある子どもが安心して保育サービスを利用できるよう、障害など
の特性に合わせたきめ細かな支援を充実します。
ひとり親家庭などに対して、子育てに必要な支援に努めます。

主
な
取
組

項目1　発達の不安や障害のある親子支援の充実

目標
　子どもの発達に不安のある親子が自由に遊べる場「のびのびひろば」を
提供し、親同士の情報交換や交流を図り、児童虐待の予防につなげる。

事業
成果

目標
　障害児に対する専門的知識・技術・具体的支援方法等について、保育所
の職員が学ぶ機会を設け障害児保育のサービス向上を図る。

事業
成果

○ 認可保育所に対して、専門の指導員による巡回指導を実施した。
　 なお、私立保育所への巡回指導は令和３年度から開始している。
　【令和元年度】区立保育所巡回指導回数　174回
　【令和２年度】区立保育所巡回指導回数　118回
　【令和３年度】区立保育所巡回指導回数　171回
　　　　　　　　私立保育所巡回指導回数　179回
○ 区内保育施設職員向けに障害児保育研修を実施した。
　【令和元年度】10件　受講者数668名
　【令和２年度】３件　受講者数191名
　【令和３年度】７件　受講者数588名

今後の
取組

○ 引き続き、巡回指導を実施するとともに、区内全ての保育施設職員向け
　 に研修を実施していく。
○ 私立保育所に対して、説明会や施設訪問を行い、巡回指導以外にも障害
　 児について相談できる機会を設け、受入れに繋げていく。

○ 平成30年４月より５か所の子ども家庭支援センターで、発達に不安のあ
　 る親子を対象にしたひろば事業「のびのびひろば」を開始した。
　【令和元年度】４施設月２回実施、１施設月１～２回実施
　【令和２年度】４施設月２回実施、１施設月１～２回実施
　【令和３年度】４施設月２回実施、１施設月１～２回実施
○ 令和２年度よりファミリーサポート事業の軽度障害児受入を開始した。

今後の
取組

○

○

令和４年度からは「のびのびひろば」の実施回数を増やし、５施設全て
で月２回実施している。
引き続き、障害児を養育する家庭を支援するため、ファミリーサポート
事業における軽度障害児の受入れを実施する。

子ども家庭支援センター

項目2　 障害児保育の充実

保育課
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所管課

主
な
取
組

項目3　ひとり親家庭等への支援

目標
　ひとり親家庭等に児童扶養手当、児童育成手当を支給し、また医療費の
一部を助成することで、児童の福祉の増進を図る。

事業
成果

【令和元年度末現在】
　支給対象児童数
　　児童扶養手当　5,318人
　　児童育成手当　7,528人
　対象世帯・受給者数
　　ひとり親家庭等医療費助成　3,194世帯　4,566人
【令和２年度末現在】
　支給対象児童数
　　児童扶養手当　5,055人
　　児童育成手当　7,275人
　対象世帯・受給者数
　　ひとり親家庭等医療費助成　3,087世帯　4,408人
【令和３年度末現在】
　支給対象児童数
　　児童扶養手当　4,720人
　　児童育成手当　7,019人
　対象世帯・受給者数
　　ひとり親家庭等医療費助成　2,911世帯　4,111人

今後の
取組

　生活福祉課ひとり親家庭支援係との連携を図り、新型コロナウイルス感
染症の影響を受けたひとり親家庭への支援について周知を強化して取り組
んでいく。

子育て支援課

昨年度の点検・
評価における
主な意見（教育
委員・有識者）

○

○

○

○

発達の不安や障害のある親子支援、障害児保育、ひとり親家庭等、支援
が必要な子どもたちと家庭への取組を、継続的に充実させている。引き
続き、保護者が身近に相談できる場所の提供等に取り組んでほしい。
ファミリーサポート事業に軽度障害児受入れを開始したことで、保護者
の負担の軽減につながっていると考えられる。今後の成果を期待する。
支援すべき子どもたちやその家族との信頼関係の構築に努めてほしい。
また、ひとり親家庭以外でも、家族の疾病等による経済的困窮も考えら
れるため、多面的な支援を検討してほしい。
ニーズの掌握と要支援家庭を見逃すことがないよう、体制を強化してほ
しい。

昨年度の主な
意見に対して
現在取り組ん
でいること、
今後の方向性

○

○

○

○

こども発達支援センターと連携のうえ、発達に不安のある親子を対象と
した「のびのびひろば」を実施し、孤立化を防止するほか、必要な支援
につなげていく。
ファミリーサポート援助会員に対し障害児研修を継続して実施し、軽度
障害児受入れの担い手を確保する。
保育施設に対する巡回指導や説明会、施設訪問を実施し、障害のある子
どもたちが安心して園生活を送れるよう支援するとともに、障害児の受
入拡大を図っていく。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、生活福祉課ひ
とり親家庭支援係との連携を図り、引き続きひとり親家庭への支援に取
組むとともに、障害のある家族がいる家庭への手当や医療費助成の周知
に取り組んでいく。
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点
検
・
評
価
欄

評価 特記事項
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所管課

所管課

２　子どもの教育・保育の充実

重
点
施
策

２-①　家庭での子育て支援サービスの充実

概要

○

○

○

民間のカフェと協働し、保護者が交流したり、子どもと一緒にリラック
ス出来る場を提供するとともに、私立幼稚園や保育事業者等の協力を得
て、子育て講座等を実施する「練馬こどもカフェ」を拡大します。
親子で遊んだり保護者同士が交流できる、民設子育てのひろばと外遊び
の場「おひさまぴよぴよ」を増設します。
子育て支援団体と協働し、子どもの心身の発達や社会性を育む外遊び事
業を実施します。

目標
　親子が気軽に交流できる子育てのひろばの拡充等に取り組み、安心して
子育てのできる環境を整備する。

事業成果

　０～３歳の乳幼児親子が自由に来室する子育てのひろばや、公園で自然
と触れ合う「おひさまぴよぴよ」を整備している。

子育てのひろばおよび「おひさまぴよぴよ」の設置状況（各年度末時点）
　　　　　　　　　　　　　子育てのひろば　　　おひさまぴよぴよ
　【令和元年度】公設　11か所／民設　16か所　　　　７か所
　【令和２年度】公設　11か所／民設　16か所　　　　７か所
  【令和３年度】公設　11か所／民設　15か所　　　　７か所

今後の
取組

　令和４年度は、新たに民設子育てのひろばを開設している。引き続き子
育てのひろばと「おひさまぴよぴよ」の拡充に取り組んでいく。

主
な
取
組

項目1　練馬こどもカフェの拡充

目標
　在宅子育て世帯への支援の充実を図るとともに、地域全体で子育てを支
え合う環境づくりを推進する。

事業成果

　令和元年度に事業を開始。民間のカフェ等と協働し、保護者が交流した
り、子どもと一緒にリラックスできる場を提供するとともに、私立幼稚園
や保育事業者等の協力を得て、子育て講座を実施する「練馬こどもカ
フェ」を拡大する。
【令和元年度】３か所　全40回開催　親子延べ171組参加
　（新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年３月は開催中止）
【令和２年度】５カ所　全25回開催　親子延べ93組参加
　（新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年４～６月および
　　令和３年１月～３月21日は開催中止）
　※この他オンライン版を全８回開催　親子延べ20組参加
【令和３年度】６か所　全60回開催　親子延べ188組参加
　※この他オンライン版を全８回開催　親子延べ29組参加

今後の
取組

　令和４年度は新たに１か所開始するとともに、自主運営型練馬こどもカ
フェの試行・検証を行っていく。

こども施策企画課

項目2　子育てのひろばの増設

子ども家庭支援センター
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所管課

主
な
取
組

項目3　公園等を活用した外遊びの取組

目標
　屋外での活動を通じて、子どもの心身の発達や社会性を育む環境を整備
する。

事業成果

　区内の民間子育て支援団体と協働し、区内の自然を活用した外遊び体験
の場を提供している。
　【令和元年度】参加者数　16,125人
　【令和２年度】参加者数　12,895人
　【令和３年度】参加者数　14,602人

今後の
取組

　引き続き、外遊びの場の提供事業を実施し、外遊びを通じた子どもの成
長を支援する。

子育て支援課

点
検
・
評
価
欄

評価 特記事項

昨年度の点検・
評価における
主な意見（教育
委員・有識者）

　
○

○

　

各サービスの利用が困難と思われる多胎児家族や保護者が疾病の家庭等
に向けた支援について、アウトリーチはどうすべきか検討してほしい。
練馬こどもカフェ、子育てのひろば、おひさまぴよぴよ、公園等を活用
した外遊びの取組は、保護者の交流および子どもの心身の発達や社会性
を育むために重要である。引続き充実させてほしい。

昨年度の主な
意見に対して
現在取り組ん
でいること、
今後の方向性

○

○
　
○

病気や多胎児家族を抱える等を理由に、サービスを利用できない保護者
に対しては、相談員がアウトリーチによる相談支援を実施するととも
に、関係機関が実施するサービスに繋げていく。
店舗自ら子育て講座等を行う、自主運営型の練馬こどもカフェを試行・
実施する。
引き続き、練馬こどもカフェ、子育てのひろば、おひさまぴよぴよ、公
園等を活用した外遊びの取組を拡充する。
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所管課

　平成27年度に制度創設。令和元年度には、新たな仕組みとして短時間型
（９時間以上11時間未満）および低年齢型（０～２歳）を創設した。
　【令和元年度】認定園数：20園（定員：1,429名）
　　　　　　　　新規認定：４園（標準型１園、短時間型１園、低年齢型
　　　　　　　　　　　　　　　　２園（うち１園は、標準型として既に
　　　　　　　　　　　　　　　　認定している園と重複））
　【令和２年度】認定園数：22園（定員：1,569名）
　　　　　　　　新規認定：２園（標準型１園、短時間型１園）
　【令和３年度】認定園数：25園（定員：1,689名）
　　　　　　　　新規認定：３園（短時間型２園、低年齢型１園（標準型
　　　　　　　　　　　　　　　　として既に認定している園と重複））

今後の
取組

　引き続き、認定園と定員の拡大に取り組んでいく。

こども施策企画課

昨年度の点検・
評価における
主な意見（教育
委員・有識者）

○

○

○

○

練馬こども園が毎年確実に増えていること、短時間型保育や低年齢型を
導入していることから、待機児童ゼロを目指してきた努力がみられる。
引続き、保護者の要望に寄添いながら保育の質の向上にも努めてほし
い。
幼稚園の機能を持ちながら教育時間の前後の預かり保育制度が充実して
きて、保護者が安心して一定時間まで働くことができる練馬こども園の
存在は大きい。練馬区の子育て支援の充実を担っていると言える。今後
は、地域に標準化して練馬こども園が開設されていくことも大切であ
る。
練馬こども園の認定園や定員の拡大および保護者の希望に応じた教育・
保育サービスの提供が計画的、継続的に行われている。
適切な教育・保育サービスがなされるように支援を強化してほしい。

重
点
施
策

２-②　練馬こども園の充実

概要
○ 幼稚園において、通年で９時間から11時間の預かり保育や０～２歳児の

預かり保育を行う区独自の幼保一元化施設「練馬こども園」を拡大しま
す。

主
な
取
組

項目1　練馬こども園の拡大

目標
　「練馬こども園」を拡大し、保護者のニーズに応じて子どもの教育や保
育サービスが選択できる

事業成果

昨年度の主な
意見に対して
現在取り組ん
でいること、
今後の方向性

○

○

引き続き、保護者の就労形態やニーズの多様化に応えるため、練馬こど
も園の拡大を図り、子どもの教育・保育サービスが選択できるようにす
る。
幼稚園教諭が保育園での保育活動に参加するなど、区の仲介（橋渡し）
による交流事業を通じて、各園の職員の資質・能力の向上に努めてい
る。
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点
検
・
評
価
欄

評価 特記事項
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所管課

所管課

　保育施設の新規整備による定員拡大等を行った結果、２年連続で待機児
童ゼロを達成した。
【令和２年４月１日現在】
　認可保育所　　 181所（定員15,601名）
　待機児童数　　　11名
【令和３年４月１日現在】
　認可保育所　　 190所（定員16,218名）
　待機児童数　　　 0名
【令和４年４月１日現在】
　認可保育所　　 197所（定員16,780名）
　待機児童数　     0名

今後の
取組

　待機児童ゼロを継続できるよう、令和５年４月に向けて、認可保育所９
か所、410名の定員拡大を図る。

保育課

項目2　窓口や保育施設のICT化の推進

目標
　ICTを活用した「来庁不要型窓口」の推進
　区立保育所（委託園）におけるICTの導入推進

重
点
施
策

２-③　保育サービスの充実

概要

○

○

○

保育所の待機児童解消を目指して、私立認可保育所の誘致などにより、
定員を拡大します。
保護者の利便性の向上等を図るため、窓口や保育施設におけるICT化を
推進します。
東京都福祉サービス第三者評価の受審を促進するなど、保育サービス水
準の向上を図ります。

主
な
取
組

項目1　保育施設の定員拡大

目標 　認可保育所198所（定員16,570名）

事業成果

事業成果

○ 令和２年度から、LINEを活用して条件に合った保育園の検索やチャット
　 ボットによる問合せ、子育て分野の情報配信といった保活支援サービス
   を開始した。また、保育課窓口のweb予約や入園申込の手続き案内動画
   の配信を行った。
○ 令和３年度から、LINE保活支援サービスに「保育指数シミュレーション
　 」機能を追加した。導入初日だけで延べ1,200人以上の利用があった。
○ 令和２年度に区立委託園（１園）でICT（登降園時刻の管理、連絡帳、
　 お便り、身体計測記録、保育日誌等の事務をデジタル化するシステム）
　 の試行導入を開始した。
○ 令和３年度に区立委託園（20園）でICTを導入した。

今後の
取組

○ 引き続き、“保活”の入口から出口、そして入園後まで全ての手続を区
　 役所に行かずにスマートフォン等で完結する仕組みの構築を進める。
○ 区立委託園（残りの７園）および区立直営園へのICT導入を進める。
○ 新設する私立認可保育所に加え、ICT未導入の既存保育施設に対する導
　 入費用の補助制度を活用し、ICT導入の働きかけを強化する。

保育課、保育計画調整課
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所管課

○ 区内保育施設に東京都福祉サービス第三者評価の受審補助を行った。
　【令和元年度】区立保育園　18件　　私立保育所等　26件
　【令和２年度】区立保育園　20件　　私立保育所等　48件
  【令和３年度】区立保育園　22件　　私立保育所等　50件
○ 区内保育施設に区立保育所園長経験者等による巡回支援を行った。
  【令和元年度】私立保育所等　 270施設　402回
                区立委託園　　 　22園 　368回
　【令和２年度】私立保育所等　 272施設　272回
　　　　　　　　区立委託園　　　 24園　 536回
　【令和３年度】私立保育所等　 284施設　327回
　　　　　　　　区立委託園　　　 26園 　549回
○ 全ての区内保育施設職員向けに研修を実施した。
　【令和２年度】22回　受講者数1,302名
　【令和３年度】36回　受講者数2,590名
○ 東京都指定キャリアアップ研修を令和４年度から練馬区で実施するため
　 の検討を行った。

今後の
取組

○

○

引き続き、区内保育施設に東京都福祉サービス第三者評価の受審補助や
巡回支援を行う。
区内全ての保育施設職員向けに、引き続き研修を実施していくととも
に、職員の処遇改善に繋がる東京都指定キャリアアップ研修を練馬区で
実施する。

保育課、保育計画調整課

主
な
取
組

項目3　保育サービス水準の向上

目標
　東京都福祉サービス第三者評価の受審を促進するなど、保育サービス水
準の向上を図る。

事業成果
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昨年度の点検・
評価における
主な意見（教育
委員・有識者）

○

○

○
○

待機児童ゼロの達成、諸手続きのICT化の拡充、第三者評価の促進は評
価できる。引続き、第三者評価受審促進と保育サービス推進を強化して
ほしい。
窓口対応の省力化によって得られたゆとりを保育の充実に向けていくこ
とが期待される。
ICT未導入の保育施設への早期導入に努めてほしい。
保育所増加、保育士増員に伴い、保育士の東京都指定キャリアアップ研
修の実施に向けて早期対応してほしい。

昨年度の主な
意見に対して
現在取り組ん
でいること、
今後の方向性

○

○

○

○

引き続き、区内保育施設に東京都福祉サービス第三者評価の受審補助を
行うなど、保育サービス水準の向上に努める。
窓口来庁者数は減ったものの、郵送で提出された申請書類に不備が多
い。入園選考の簡素化を検討するとともに、オンライン申請へのシフト
を促し、申請の不備を減らしていく。
新設する私立認可保育所に加え、既存のICT未導入の保育施設に対し、
導入事例等を紹介した冊子「What’s　Hoiku　ICT ?」の配布および
導入費用の補助制度を活用し、ICT導入の働きかけを強化する。
令和４年度から東京都指定キャリアアップ研修を練馬区で実施する。

点
検
・
評
価
欄

評価 特記事項
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所管課

３　子どもの居場所と成長環境の充実

重
点
施
策

３-①　安全で充実した放課後の居場所づくり

概要
○ 学童クラブの校内化を進めるとともに、「学童クラブ」と「学校応援団

ひろば事業」それぞれの機能や特色を生かしながら事業運営を一体的に
行う「ねりっこクラブ」の早期全校実施を目指します。

主
な
取
組

項目1　ねりっこクラブの拡大

目標
　すべての小学生が安全で充実した放課後や長期休業を過ごすことができ
る環境を整備するため、ねりっこクラブの早期全校実施を目指す。

事業
成果

【令和２年４月１日現在】
　実施校数　27校（新規実施８校：仲町小、練馬小、光が丘春の風小、
　　　　　　　　　　　　　　　　光が丘秋の陽小、石神井東小、
　　　　　　　　　　　　　　　　大泉第三小、大泉学園緑小、八坂小）
【令和３年４月１日現在】
　実施校数　37校（新規実施10校：開進第一小、開進第二小、
　　　　　　　　　　　　　　　　開進第四小、練馬第二小、練馬東小、
　　　　　　　　　　　　　　　　旭町小、下石神井小、大泉第一小、
　　　　　　　　　　　　　　　　大泉第六小、大泉南小）
【令和４年４月１日現在】
　実施校数　45校（新規実施８校：豊玉第二小、中村小、北町小、
　　　　　　　　　　　　　　　　光が丘夏の雲小、石神井西小、
　　　　　　　　　　　　　　　　大泉小、大泉東小、大泉北小）

＜その他＞
　ねりっこ学童クラブを入会待機となった児童を対象に、ひろば事業終了
後のひろば室を活用して、学童クラブに準ずる安全な居場所を提供する
「ねりっこプラス」を待機児童がいるすべてのねりっこクラブにおいて実
施した。

今後の
取組

　引き続き、ねりっこクラブの全校実施に向けて取り組んでいく。

子育て支援課
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点
検
・
評
価
欄

評価 特記事項

昨年度の点検・
評価における
主な意見（教育
委員・有識者）

○

○

○

保育園待機児童ゼロを目指しながら、学齢期における学童クラブの待機
児童ゼロを目指して、放課後居場所事業も早期から計画的に進めてきた
ことが伺える。
子どもたちの安全で楽しい放課後の居場所を充実させるために、ねりっ
こクラブの拡大やねりっこプラスの実施を推進していることは評価でき
る。引き続き、拡充を進めてほしい。
教員と学童クラブ等のスタッフが双方で意見交換できる機会の設定を検
討してほしい。

昨年度の主な
意見に対して
現在取り組ん
でいること、
今後の方向性

○

○

令和５年４月に向けて、新たに７校（南町小、練馬第三小、石神井小、
上石神井北小、関町北小、大泉第二小、泉新小）でねりっこクラブ実施
の準備を進めている。
各ねりっこクラブにおいては、毎月小学校と連絡会議を実施しており、
区職員のコーディネーターも参加し事業運営に関する情報共有や意見交
換を行っている。一人一人の児童についての教員と職員の情報交換は、
学期に一回程度会議を設定、課題のある児童については日常的に様子を
話す機会を設けている。
また、学校応援団やＰＴＡ、主任児童員や青少年委員など地域の方々に
も参加いただき、ねりっこクラブの運営や地域の児童の様子などに関す
る意見交換を行う運営協議会を、年二回実施している。
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所管課

目標

所管課

重
点
施
策

３-②　児童館機能の充実

概要

○

○

乳幼児親子の身近な相談場所として「にこにこ」の相談員を拡大すると
ともに、子育て関連施設への出前児童館を充実します。
中高生同士が気軽に話す場、職員が個々の成長に寄り添い悩みや相談を
受け止める場として、中高生居場所づくり事業を充実します。

主
な
取
組

項目1　乳幼児親子向けの児童館機能の充実 

目標
　乳幼児保護者が気軽に相談できたり、子育てに関する情報が収集できる
など地域の子育て支援の拠点として区民や地域団体との連携を強化する。

事業成果

事業成果

○ 中高生の居場所と自己実現の場として平成18年度に開始した事業で、平
　 成28年度からは全児童館で実施し、交流や音楽活動等を行っている。
○ 令和元年度から、皆で食べ（飲み）ながら、皆で話し、児童館職員が個
　 々の児童に寄り添うことで、「相談」機能を強化する「中高生カフェ」
　 を実施している。
　【令和元年度】検討、11館で試行実施
　【令和２年度】６館で実施（飲食しながら皆で話す事業であることか
                            ら、新型コロナウイルス感染症拡大防止
　　　　　　　　　　　　　　のため回数や実施館を縮小）
　【令和３年度】全17館で実施（新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
　　　　　　　　　　　　　　　め、飲食は個包装の菓子や水分補給に限
　　　　　　　　　　　　　　　定して実施）

今後の
取組

　新型コロナウイルス感染症対策を徹底したうえで実施を進める。

子育て支援課

○ 児童館学童クラブ室を活用した子育てのひろば「にこにこ」に相談員を
 　配置した。
【令和元年度】検討
【令和２年度】２か所配置
【令和３年度】２か所配置（新規配置なし）
○ 保健相談所等の子育て関連施設への出前児童館を実施した。
【令和元年度】保健相談所と調整・試行実施
【令和２年度】子育てのひろば「ぴよぴよ」と児童館とでペアをつくり
              連携を開始
　　　　　　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため出前児童館の実施
　　　　　　　は縮小したが、乳幼児親子の居場所を紹介した冊子を児童
　　　　　　　館が作成し、保健相談所と「ぴよぴよ」にて利用者へ配布
【令和３年度】４か所の保健相談所で、計22回の出前児童館を実施
              子育て応援パンフレットをリニューアルし、各児童館・児
　　　　　　　童室で配布

今後の
取組

　児童館と地域の子育て関連施設の連携を強化し、児童館が身近な子育て
支援施設であることをＰＲしていく。

子育て支援課

項目2　中高生居場所づくり事業の充実

　中高生の相談機能を強化し、必要に応じて関係機関へつなぐ。

46



昨年度の点検・
評価における
主な意見（教育
委員・有識者）

○

○

○

○

児童館が、障害のある児童・生徒や、特に目的がなくても中高生が気兼
ねなく過ごせる楽しい居場所になることを望む。
児童館の機能を充実させて、乳幼児保護者が気軽に相談・交流できる場
や、中高生が自己実現の場として様々な活動ができる取組を進めている
ことは評価できる。
子育て中の家族から中高生まで、年齢層を超えた交流や、他校の児童と
のふれあいも期待できる。これからは、対人関係を学ぶ各世代での自由
な交流の場として、児童館の働きにはたくさんの可能性があると言え
る。
中高生の居場所づくり事業として多感な年齢に対応できるよう、引き続
き児童館職員のスキルアップ研修に取組んでほしい。

昨年度の主な
意見に対して
現在取り組ん
でいること、
今後の方向性

○

○

○

令和４年度は、新たに２か所の「にこにこ」へ相談員を配置した。今後
も引き続き相談員の拡充を行っていく。
区内の高校に対し、リーフレット配付やポスター掲示等で中高生事業の
PRを行っていく。
HSC（敏感、繊細な子供）研修やヤングケアラー研修等を実施し、様々
な児童や中高生に対応できるよう、引き続き、職員のスキルアップを
図っている。

点
検
・
評
価
欄

評価 特記事項
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所管課

所管課

　青少年育成地区委員会（17地区）では、青少年の健全育成のため、野外
活動（キャンプ、いも堀り等）、文化事業（カルタ大会、折り紙教室等）
や地区祭、清掃活動などの事業を実施している。
【令和元年度】実施事業数　271事業　参加者延人数　68,290人
【令和２年度】実施事業数　 59事業　参加者延人数　 4,121人
【令和３年度】実施事業数　121事業　参加者延人数　23,010人

今後の
取組

　青少年が様々な年齢の人と交流し、実際の体験を通して自立心や社会性
を養えるよう、引き続き地域の特色を生かした事業を進めていく。

青少年課

項目2　青年リーダーの養成、若者の企画運営事業の推進

目標
　青年リーダーの養成内容を充実するとともに、青年リーダーなどの若者
が企画・運営に携わる事業の機会を増やす。

重
点
施
策

３-③　青少年の健全育成・若者の自立支援

概要

○

○

区民との協働により、青少年の野外活動や地域交流の活動を進めるとと
もに、青年リーダーの養成などを通じて、若者が企画・運営に携わる事
業を増やします。
若年無業者（ニート）やひきこもり、高校中退等により、自立への支援
が必要な若者に対し、関係機関や協力事業者等と連携して、相談・支援
を行います。

主
な
取
組

項目1　青少年の野外活動・地域交流事業等の推進

目標
　区民との協働により、地域団体とともに青少年の野外活動や地域交流の
活動を進める。

事業成果

事業成果

○ 小学５年生から中学３年生までを対象に、キャンプやレクリエーション
　 活動などの講習を実施し、地域における様々な活動で中心的役割を担う
　 ジュニアリーダーを養成している。
　【令和元年度】初級受講生210人、中級受講生88人
　【令和２年度】初級受講生162人、中級受講生88人
　【令和３年度】初級受講生153人、中級受講生90人
○ ジュニアリーダー養成講習会の中級を修了した15～23歳で青年リーダー
　 として登録した人を対象に、講習会を実施している。
　【令和元年度】計３回 （登録者：83人）
　【令和２年度】中止   （登録者：84人）
　【令和３年度】計３回  (登録者：86人）
○ 青少年館において、若者が企画・運営に携わる取組を行っている。
　【令和元年度】１講座　参加人数延30人
　【令和２年度】４講座　参加人数延134人
  【令和３年度】２講座　参加人数延151人

今後の
取組

　ジュニアリーダーや青年リーダーの養成講習会において、様々な地域活
動を体験するなど内容を充実する。また、若者が青少年育成地区委員会や
学校等の地域活動に携わる機会を増やすため、働きかけを強化していく。

青少年課
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所管課

○ 就労が困難な若者等（15歳～49歳）に対する相談や就労に必要な技能講
　 座、就労体験、保護者に対するセミナー等を引き続き実施した。コロナ
　 禍の状況もあり、オンラインを取り入れたプログラムやオンラインの使
　 い方を学ぶプログラム等を取り入れた。相談内容に応じて、福祉事務所
　 や保健相談所などと連携し対応している。就労や短期アルバイトの受入
　 れ先企業の拡充も引き続き行った。
【令和元年度実績】
　相談・支援　延べ4,066人　進路決定者数　76人
　※令和元年度から対象年齢の上限が39歳から49歳に変更。
【令和２年度実績】
　相談・支援　延べ3,578人　進路決定者数　35人
【令和３年度実績】
　相談・支援　延べ3,552人　進路決定者数　62人
○ 居場所では、不登校やひきこもり状態などで孤立し、社会とのつながり
　を失っている方（15歳～49歳）を対象に、自立支援スタッフが悩みや相
　談に応じ、個々の状況に合わせた社会とのつながりを支援している。
　居場所の中では、利用者が参加しやすいプログラム(少人数制)を取入
　れ、自信をつける、居場所職員だけでなく他の利用者に話しかける、会
　話をする等と段階を経て成長できるようなステップアップを図り、社会
　とのつながりを築いていく。(令和２年６月開設)
【令和２年度実績】
　開所日　193日　　利用者　実人数123人　延べ利用者数1,428人
【令和３年度実績】
　開所日　244日　　利用者　実人数149人　延べ利用者数1,573人

今後の
取組

○ 居場所やねりま若者サポートステーションの周知について、区報だけで
　 はなく、SNSやHP等も効果的に利用して周知していく。
○ 就労先を増やすべく、企業説明会や商工会等にもアピールしていく。
○ 居場所の利用者が段階を経ながら成長していき、社会とのつながりを再
　 構築できるように、関わり方やプログラムを必要に応じて見直してい
　 く。

青少年課

主
な
取
組

項目3　若者の自立に向けた相談・支援

目標
　若年無業者（ニート）やひきこもり状態の若者に対して、相談・支援の
受け皿や就労支援に向けた技能講習等の充実と関係団体などとの連携を進
める。

事業成果
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昨年度の点検・
評価における
主な意見（教育
委員・有識者）

○

○

○

区民と協働して、青少年育成地区委員会、ジュニアリーダーや青年リー
ダーの養成、若者が企画・運営に携わる取組が継続的に実施されてい
る。
青少年育成活動は、地域での協働を進める可能性につながるもので、地
域の大人たちと子どもの協力関係をつくる機動力になる。
社会とのつながりを失っている方に対する、社会とつながり直す機会の
提供は評価できる。セミナーの実施、青少年館内の居場所づくり、相
談・支援など、引き続き拡充してほしい。また、オンラインの活用も充
実してほしい。

昨年度の主な
意見に対して
現在取り組ん
でいること、
今後の方向性

○

○

この２年間は、新型コロナウイルス感染状況を鑑み、なかなか活動でき
なかったが、練馬区教育・子育て大綱に基づき、青年リーダー等が企
画・運営に携わる取組を強化していく。また、今後は地域活動へつなげ
られるよう、青少年委員と連携して取り組んでいく。
相談者の状況に応じた講座を引き続き実施していく。また、メンタルヘ
ルス相談等のプログラムではオンラインも活用してきたが、今後も引き
続き、取り組んでいく。

点
検
・
評
価
欄

評価 特記事項
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〇新型コロナウイルス感染症対策に係る取組

主な取組

　新型コロナウイルス感染症の影響により、教育や子育ての分野において、区立小・
中学校の短縮授業や、各種行事の中止・縮小などの対応を余儀なくされました。
　教育委員会として、こうしたコロナ禍を乗り越えるため、様々な取組を実施してき
ました。

令和３年４月
・区立小中学校および区立図書館に温度計付きアルコールディスペンサーを設置

令和３年５月
 ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）の支給
　→新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、
　　その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、厚生労働省が実施した事業に基づき
　　支給（児童１人につき５万円）。

令和３年６月
・区内保育施設へ使い捨て手袋を配布

令和３年７月
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）の
　支給
　→新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、
　　その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、厚生労働省が実施した事業に基づき
　　支給（児童１人につき５万円）。

令和３年８月
・区内保育施設へ使い捨て手袋を配布

令和３年９月
・モバイルルータの貸与
　→感染の不安等により欠席する児童・生徒へのオンライン授業の実施にあたり、家庭に
　　Wi-Fiがない児童・生徒に対して、児童・生徒用タブレットの通信データ量の不足に対応
　　するため、モバイルルータの貸出しを実施
・全区立図書館に図書除菌機を設置（９月下旬～）

令和３年10月
・オンライン授業の充実のため、区立小中学校にWebカメラを追加配備
・各区立図書館の対面朗読室に空気清浄機およびパーテーションを設置（10月１日～）
・保活支援サービスで「保育指数シミュレーション機能」を全国で初めて提供開始
　→LINEで約30問（所要15分程度）の質問に答えるだけで、入園選考の基準となる
　「保育指数」を場所や時間にとらわれずに試算可能になった。既存の保育園
　　検索機能とも連携し、試算した保育指数と同じ指数以下の人が前年４月に入園
　　した保育園を絞込検索できるようになった。
・区立保育園（36園）へリモート会議等のためのタブレット端末を各園２台配備
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令和４年１月
・子育て世帯への臨時特別給付金（追加給付金）の支給
　→新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援する観点から、
　　内閣府が実施した事業に基づき、支給（児童１人につき５万円）。
・成人の日のつどいの内容を一部変更して実施
　→式典を中止して時間短縮を図り、会場開催を行った。「20歳のメッセージ」の
　　発表とバイオリン演奏を行い、インターネットでライブ配信を行った。
　　また、としまえんから譲り受けたオブジェ等と一緒に写真撮影ができる写真
　　スポット等を、会場内やその周辺に７か所設置。うち２点を区役所本庁舎で
　　１月16日まで展示

令和３年11月
・区内保育施設へ使い捨て手袋を配布

令和３年12月
・小学校特別支援学級を対象とした、日帰りの校外学習の実施（12月17日～３月17日）
　→特別支援学級宿泊学習中止に伴う代替事業として、日帰りの校外学習を各校で実施
・子育て世帯への臨時特別給付金（先行給付金）の支給
　→新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援する観点から、
　　内閣府が実施した事業に基づき、支給（児童１人につき５万円）。

令和４年２月
・子育て世帯への臨時特別給付金（支援給付金）の支給
　→離婚等により現に児童を養育しているにもかかわらず子育て世帯への臨時特別
    給付金を受け取れない者に対しても支給を実施するため、内閣府が見直しを行
    った事業に基づき支給事務（児童１人につき10万円限度）を開始
・青年学級作品展（４学級合同）を実施
　→新型コロナウイルス感染症の影響により、心身障害者青年学級（４学級）は非接
    触型の活動を取り入れながら実施。令和４年２月１日～20日の期間、春日町図書
    館展示コーナーにおいて、制作した作品を展示。

令和４年３月
・区立小中学校へ簡易ベッド、パーテーションを配布
・区立小中学校・幼稚園、区内保育施設へスチームクリーナーを配備
・区立小中学校、区内幼稚園、区内学童クラブ、児童館、ひろばへ自動手指消毒器を配布
・区立小中学校の特別支援学級(固定級)へサーキュレーター等を配布
・区立小中学校へ予算(保健衛生用品等購入費)を追加配当
・区立学童クラブ、児童館にセンサー式自動水栓を取付け
・区内学童クラブ、児童館、ひろばへ滅菌庫等を配備
・区立保育園（36園）に空気清浄機を配備
・子育てのひろばへ体表面体温計等を配布
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〇新型コロナウイルス感染症対策に係る取組　点検・評価表

評
価

特　記　事　項
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No. 所管課 施行日

令 和 ４ 年 12 月 12 日

教 育 委 員 会 事 務 局

件 名 お よ び 内 容 説 明

　令和４年11月22日第11回教育委員会臨時会で議決した令和４年第四回練馬区議会

定例会への議案提出について、以下のとおり区長より提出されたので、報告する。

令和４年第四回練馬区議会定例会提出議案について

教育指導課1

練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例
の一部を改正する条例

公布の日。ただ
し、一部の規定に
ついては、令和５
年４月１日(内容)

　別紙１のとおり

1



 

2



 

議案第１２３号 

   練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和４年１１月２５日 

 

                 提出者 練馬区長 前 川 燿 男    

 

   練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成12年３月練馬区条例

第73号）の一部をつぎのように改正する。 

  第30条第２項中「100分の102.5」を「100分の112.5」に、「100分の122.5」

を「100分の132.5」に改め、同条第３項中「100分の102.5」を「100分の

112.5」に、「100分の50」を「100分の55」に、「100分の122.5」を「100分

の132.5」に、「100分の60」を「100分の65」に改める。 

  別表第１をつぎのように改める。 
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第２条 練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部をつぎのように改正

する。 

  第27条第１項中「、３月１日」を削り、「第29条まで」を「第30条まで」に

改め、同条第２項中「、３月に支給する場合においては100分の25、６月に支

給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては100分の

110」を「100分の120」に改め、同項ただし書中「、３月に支給する場合にお

いては100分の25、６月に支給する場合においては100分の85、12月に支給す

る場合においては100分の90」を「100分の100」に改め、同条第３項中「100

分の25」を「100分の120」に、「100分の10」を「100分の67.5」に、「100分

の105」を「100分の100」に、「100分の60」と、「100分の110」とあるのは

「100分の65」と、「100分の85」とあるのは「100分の50」と、「100分の

90」とあるのは「100分の55」を「100分の57.5」に改める。 

  第30条第１項中「６月１日および12月１日（以下この条においてこれらの日

を「基準日」という。）」を「基準日」に改め、同条第２項中「100分の

112.5」を「100分の107.5」に、「100分の132.5」を「100分の127.5」に改

め、同条第３項中「100分の112.5」を「100分の107.5」に、「100分の55」を

「100分の52.5」に、「100分の132.5」を「100分の127.5」に、「100分の

65」を「100分の62.5」に改め、同条第５項中「「基準日から」とあるのは「

基準日（第30条第１項に規定する基準日をいう。以下この条および次条にお

いて同じ。）から」と、」を削り、「同項」を「第30条第１項」に改める。 

   付 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和５年４

月１日から施行する。 

２ 第１条の規定（第30条第２項および第３項の改正規定を除く。）による改正

後の練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例（第４項において「改正後

の条例」という。）の規定は、令和４年４月１日から適用する。 

３ 第１条の規定（第30条第２項および第３項の改正規定に限る。）による改正

後の練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定は、令和４年12月１

4



日から適用する。 

（給与の内払） 

４ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前

の練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された

給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 

（委任） 

５ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事

委員会が定める。 
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別表第１（第６条関係）

職員の区分 職務の級 １       級 ２       級 ３       級 ４       級

号　　給 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額

再任用職員 円 円 円 円
以外の職員 1 174,200 262,800 306,400 344,200

2 176,300 264,800 308,700 346,800
3 178,400 266,800 311,000 349,400
4 180,500 268,600 313,300 352,000
5 182,500 270,800 315,600 354,600
6 184,600 273,000 317,800 357,200
7 186,700 275,000 320,200 359,700
8 188,700 277,000 322,400 362,100
9 190,900 279,100 324,600 364,500
10 193,000 281,100 326,900 366,900
11 195,200 283,200 329,200 369,300
12 197,400 285,300 331,400 371,700
13 199,500 287,400 333,600 374,000
14 201,100 289,400 335,800 376,300
15 202,900 291,600 338,100 378,500
16 204,500 293,600 340,500 380,700
17 206,000 295,700 342,900 382,800
18 207,800 298,000 345,300 384,800
19 209,200 300,300 347,800 386,800
20 211,200 302,600 350,300 388,700
21 212,700 304,900 352,800 390,600
22 214,300 306,900 355,000 392,500
23 216,000 309,300 357,300 394,300
24 217,700 311,400 359,600 395,900
25 219,500 313,700 361,800 397,600
26 221,000 315,800 363,900 399,300
27 222,900 317,900 366,100 400,800
28 224,800 319,900 368,200 402,400
29 226,700 321,900 370,200 403,900
30 228,700 324,000 372,200 405,300
31 230,600 326,100 374,100 406,700
32 232,700 327,900 375,900 408,100
33 234,700 330,000 377,700 409,400
34 236,600 332,000 379,500 410,600
35 238,500 334,100 381,200 411,800
36 240,500 336,100 382,600 413,000
37 242,500 337,700 384,000 414,100
38 244,400 339,500 385,300 415,100
39 246,400 341,300 386,600 416,100
40 248,500 343,100 387,800 417,100
41 250,500 344,700 389,000 418,000
42 252,400 346,400 390,200 418,900
43 254,500 348,100 391,400 419,800
44 256,500 349,700 392,400 420,600

幼稚園教育職員給料表
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45 258,700 351,100 393,200 421,400
46 260,500 352,600 394,100 422,100
47 262,300 354,100 395,100 422,800
48 264,500 355,600 396,100 423,400
49 266,400 357,000 396,900 424,100
50 268,600 358,400 397,700 424,800
51 270,900 359,700 398,500 425,400
52 273,000 361,100 399,300 425,900
53 275,000 362,400 400,000 426,400
54 277,000 363,700 400,800 427,000
55 279,200 364,900 401,600 427,500
56 281,300 366,100 402,300 428,100
57 283,300 367,200 402,900 428,700
58 285,300 368,300 403,600 429,300
59 287,300 369,400 404,300 429,900
60 289,300 370,500 405,000 430,500
61 291,400 371,500 405,600 431,000
62 293,400 372,600 406,200 431,500
63 295,500 373,600 406,800 432,000
64 297,500 374,500 407,400 432,600
65 299,500 375,500 407,900 433,000
66 301,500 376,400 408,400 433,500
67 303,600 377,300 409,000 434,000
68 305,600 378,100 409,600 434,400
69 307,600 378,900 410,200 434,900
70 309,500 379,700 410,800 435,400
71 311,500 380,500 411,400 435,900
72 313,500 381,400 412,000 436,400
73 315,400 382,200 412,500 436,800
74 317,300 382,900 413,100 437,300
75 319,400 383,500 413,600 437,800
76 321,300 384,200 414,200 438,300
77 323,200 384,800 414,700 438,700
78 325,100 385,400 415,200 439,100
79 326,800 385,900 415,700 439,600
80 328,500 386,500 416,200 440,100
81 330,200 387,100 416,700 440,600
82 331,800 387,600 417,200 441,100
83 333,500 388,200 417,700 441,600
84 335,000 388,800 418,200 442,000
85 336,400 389,400 418,600 442,500
86 337,900 390,000 419,000 442,900
87 339,400 390,500 419,500 443,300
88 340,700 391,100 420,000 443,700
89 342,000 391,600 420,500 444,000
90 343,300 392,100 420,900 444,400
91 344,500 392,700 421,400 444,800
92 345,700 393,200 421,900 445,200
93 346,800 393,700 422,300 445,600
94 347,900 394,200 422,700 446,000
95 348,900 394,700 423,100 446,400
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96 349,900 395,200 423,500 446,800
97 350,900 395,600 423,900 447,200
98 351,800 396,000 424,200 447,500
99 352,600 396,500 424,600 447,900
100 353,300 397,000 425,000 448,300
101 354,000 397,500 425,400 448,700
102 354,700 398,000 425,800
103 355,400 398,500 426,200
104 355,900 399,000 426,600
105 356,500 399,500 427,000
106 357,000 400,000 427,400
107 357,500 400,500 427,800
108 358,100 401,000 428,200
109 358,800 401,400 428,500
110 359,300 401,900 428,900
111 359,800 402,400 429,300
112 360,300 402,900 429,700
113 360,800 403,400 430,000
114 361,300 403,800
115 361,800 404,200
116 362,300 404,600
117 362,700 405,000
118 363,100 405,400
119 363,600 405,800
120 364,100 406,200
121 364,600 406,600
122 365,100 406,900
123 365,600 407,300
124 366,000 407,700
125 366,400 408,100
126 366,800 408,500
127 367,200 408,900
128 367,600 409,300
129 367,900 409,600
130 368,200
131 368,600
132 369,000
133 369,400
134 369,700
135 370,100
136 370,500
137 370,900
138 371,300
139 371,700
140 372,100
141 372,400
142 372,800
143 373,200
144 373,500
145 373,900
146 374,300
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147 374,700
148 375,100
149 375,500
150 375,900
151 376,300
152 376,700
153 377,000
154 377,400
155 377,800
156 378,200
157 378,600
158 379,000
159 379,400
160 379,800
161 380,200
162 380,600
163 381,000
164 381,400
165 381,700
166 382,100
167 382,400
168 382,800
169 383,200

再任用職員 229,400 268,200 291,300 330,300
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令 和 ４ 年 12月 １ 日 

人事戦略担当部職員課 

教育振興部教育指導課 

 

 議案第１２０号 練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 議案第１２１号 練馬区会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例 

 議案第１２３号 練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正の理由 

特別区人事委員会勧告（令和４年10月11日）等に基づき、一般職の職員に対する給与

の改定を行う。 

 

２ 改正の内容 

⑴ 給料表の改定 

公民較差分の解消を図るため、給料表の引上げ改定を行う。 

⑵ 期末手当および勤勉手当の改定（特別給全体の支給月数は別表のとおり） 

ア 令和４年度以降の勤勉手当の年間支給月数を引き上げる。 

令和４年度分 

職員の区分 手当 ６月期 12月期 ３月期 年間 

一般職員 

再任用職員

以外の職員 

期末手当 1.050月 1.100月 0.25月 2.40月 

勤勉手当 1.025月 1.125月 － 2.15月 

再任用職員 
期末手当 0.600月 0.650月 0.10月 1.35月 

勤勉手当 0.500月 0.550月 － 1.05月 

管理職員 

再任用職員

以外の職員 

期末手当 0.850月 0.900月 0.25月 2.00月 

勤勉手当 1.225月 1.325月 － 2.55月 

再任用職員 
期末手当 0.500月 0.550月 0.10月 1.15月 

勤勉手当 0.600月 0.650月 － 1.25月 

会計年度任用職員 期末手当 1.050月 1.100月 0.25月 2.40月 
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イ 令和５年度以降の３月期の期末手当を廃止し、勤勉手当と同様に支給月数を６月

期および12月期の期末手当が均等となるように配分する。 

令和５年度以降分 

職員の区分 手当 ６月期 12月期 年間 

一般職員 

定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員 

期末手当 1.200月 1.200月 2.40月 

勤勉手当 1.075月 1.075月 2.15月 

定年前再任用短時間

勤務職員 

期末手当 0.675月 0.675月 1.35月 

勤勉手当 0.525月 0.525月 1.05月 

管理職員 

定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員 

期末手当 1.000月 1.000月 2.00月 

勤勉手当 1.275月 1.275月 2.55月 

定年前再任用短時間

勤務職員 

期末手当 0.575月 0.575月 1.15月 

勤勉手当 0.625月 0.625月 1.25月 

会計年度任用職員 期末手当 1.200月 1.200月 2.40月 

 

３ 施行期日等 

⑴ 給料表の改定 

公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

⑵ 期末手当および勤勉手当の改定 

ア 令和４年度分（勤勉手当に限る。） 

公布の日から施行し、令和４年12月１日から適用する。 

イ 令和５年度以降分 

令和５年４月１日から施行する。 

 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 

 

５ その他 

会計年度任用職員の報酬に用いる給料表は、練馬区会計年度任用職員の給与および費

用弁償に関する条例（令和元年10月練馬区条例第20号）第３条第３項の規定に基づき、

採用された日の属する年度の初日において施行されている常勤職員の給料表とする。そ

のため、改定後の給料表は遡及適用せず、令和５年４月１日から適用する。 
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期末手当 

＋ 

勤勉手当 

＝ 

合計月数（③）
６月期 12月期 ３月期 年間（①） ６月期 12月期 年間（②） 

1.05月 

（0.60月） 

1.10月 

（0.65月） 

0.25 月 

（0.10月） 

2.40月 

（1.35月） 

1.025月 

（0.500月） 

1.025月 

（0.500月） 

2.05月 

（1.00月） 

0.85月 

（0.50月） 

0.90月 

（0.55月） 

0.25月 

（0.10月） 

2.00月 

（1.15月） 

1.225月 

（0.600月） 

1.225月 

（0.600月） 

2.45月 

（1.20月） 

⑶ 会計年度任用職員 1.05月 1.10月 0.25月 2.40月 ――― 

２ 令和４年度分（改正後） 

期末手当 

＋ 

勤勉手当 

＝ 

合計月数（③）
６月期 12月期 ３月期 年間（①） ６月期 12月期 年間（②） 

改正なし 

2.40月 

（1.35月） 

1.025月 

（0.500月） 

1.125月 

（0.550月） 

2.15月 

（1.05月） 

2.00月 

（1.15月） 

1.225月 

（0.600月） 

1.325月 

（0.650月） 

2.55月 

（1.25月） 

⑶ 会計年度任用職員 2.40月 ――― 2.40 月 

３ 令和５年度以降分（改正後） 

期末手当 

＋ 

勤勉手当 

＝ 

合計月数（③）
６月期 12月期 

 

年間（①） ６月期 12月期 年間（②） 

1.20月 

（0.675月） 

1.20月 

（0.675月） 

2.40月 

（1.35月） 

1.075月 

（0.525月） 

1.075月 

（0.525月） 

2.15月 

（1.05月） 

1.00月 

（0.575月） 

1.00月 

（0.575月） 

2.00月 

（1.15月） 

1.275月 

（0.625月） 

1.275月 

（0.625月） 

2.55月 

（1.25月） 

⑶ 会計年度任用職員 1.20月 1.20月 2.40月 ――― 

※ 支給月数の（ ）内は、再任用職員（令和 5年度以降は定年前再任用短時間勤務職員および暫定再任用職員）の支給月数 





練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例新旧対照表（第１条改正関係） 

現 行 改正案 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第30条 ［略］ 第30条 ［略］ 

２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎

額に、勤務成績に応じて規則で定める支

給割合を乗じて得た額とする。この場合

において、委員会が支給する勤勉手当の

額の総額は、前項の職員の給与月額に100

分の102.5（第10条の規定に基づき管理職

手当の支給を受ける職員にあっては100

分の122.5）を乗じて得た額の総額を超え

てはならない。 

２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎

額に、勤務成績に応じて規則で定める支

給割合を乗じて得た額とする。この場合

において、委員会が支給する勤勉手当の

額の総額は、前項の職員の給与月額に100

分の112.5（第10条の規定に基づき管理職

手当の支給を受ける職員にあっては100

分の132.5）を乗じて得た額の総額を超え

てはならない。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用

については、同項中「100分の102.5」と

あるのは「100分の50」と、「100分の

122.5」とあるのは「100分の60」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用

については、同項中「100分の112.5」と

あるのは「100分の55」と、「100分の

132.5」とあるのは「100分の65」とする。 

４～６ ［略］ ４～６ ［略］ 

  

   付 則 ［略］    付 則 ［略］ 

    付 則 

 （施行期日等） 

 １ この条例は、公布の日から施行する。

（後略） 

 ２ 第１条の規定（第30条第２項および第

３項の改正規定を除く。）による改正後

の練馬区立幼稚園教育職員の給与に関す

る条例（第４項において「改正後の条例」

という。）の規定は、令和４年４月１日

から適用する。 

 ３ 第１条の規定（第30条第２項および第

３項の改正規定に限る。）による改正後

の練馬区立幼稚園教育職員の給与に関す

る条例の規定は、令和４年12月１日から

適用する。 

 （給与の内払） 

 ４ 改正後の条例の規定を適用する場合に
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おいては、第１条の規定による改正前の

練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する

条例の規定に基づいて支給された給与

は、改正後の条例の規定による給与の内

払とみなす。 

 （委任） 

 ５ 前項に定めるもののほか、この条例の

施行に関し必要な事項は、特別区人事委

員会が定める。 

  

別表第１ ［略］ 別表第１ ［略］ 
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練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例新旧対照表（第２条改正関係） 

現 行 改正案 

（期末手当） （期末手当） 

第27条 期末手当は、３月１日、６月１日

および12月１日（以下この条から第29条

までにおいてこれらの日を「基準日」と

いう。）にそれぞれ在職する職員（規則

で定める職員を除く。）に対して、それ

ぞれ基準日の属する月の規則で定める日

（次条および第29条においてこれらの日

を「支給日」という。）に支給する。こ

れらの基準日前１か月以内に退職し、ま

たは死亡した職員（規則で定める職員を

除く。）についても、同様とする。 

第27条 期末手当は、６月１日および12月

１日（以下この条から第30条までにおい

てこれらの日を「基準日」という。）に

それぞれ在職する職員（規則で定める職

員を除く。）に対して、それぞれ基準日

の属する月の規則で定める日（次条およ

び第29条においてこれらの日を「支給日」

という。）に支給する。これらの基準日

前１か月以内に退職し、または死亡した

職員（規則で定める職員を除く。）につ

いても、同様とする。 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、

３月に支給する場合においては100分の

25、６月に支給する場合においては100

分の105、12月に支給する場合においては

100分の110を乗じて得た額に、規則で定

める支給割合を乗じて得た額とする。た

だし、第10条の規定に基づき管理職手当

の支給を受ける職員の期末手当の額は、

職員の給与月額に、３月に支給する場合

においては100分の25、６月に支給する場

合においては100分の85、12月に支給する

場合においては100分の90を乗じて得た

額に、規則で定める支給割合を乗じて得

た額とする。 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に100

分の120を乗じて得た額に、規則で定める

支給割合を乗じて得た額とする。ただし、

第10条の規定に基づき管理職手当の支給

を受ける職員の期末手当の額は、職員の

給与月額に100分の100を乗じて得た額

に、規則で定める支給割合を乗じて得た

額とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中

「100分の25」とあるのは「100分の10」

と、「100分の105」とあるのは「100分の

60」と、「100分の110」とあるのは「100

分の65」と、「100分の85」とあるのは「100

分の50」と、「100分の90」とあるのは「100

分の55」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中

「100分の120」とあるのは「100分の67.5」

と、「100分の100」とあるのは「100分の

57.5」とする。 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 
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（勤勉手当） （勤勉手当） 

第30条 勤勉手当は、６月１日および12月

１日（以下この条においてこれらの日を

「基準日」という。）にそれぞれ在職す

る職員（規則で定める職員を除く。）に

対して、それぞれ基準日の属する月の規

則で定める日に支給する。これらの基準

日前１か月以内に退職し、または死亡し

た職員（規則で定める職員を除く。）に

ついても、また同様とする。 

第30条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在

職する職員（規則で定める職員を除く。）

に対して、それぞれ基準日の属する月の

規則で定める日に支給する。これらの基

準日前１か月以内に退職し、または死亡

した職員（規則で定める職員を除く。）

についても、また同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎

額に、勤務成績に応じて規則で定める支

給割合を乗じて得た額とする。この場合

において、委員会が支給する勤勉手当の

額の総額は、前項の職員の給与月額に100

分の112.5（第10条の規定に基づき管理職

手当の支給を受ける職員にあっては100

分の132.5）を乗じて得た額の総額を超え

てはならない。 

２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎

額に、勤務成績に応じて規則で定める支

給割合を乗じて得た額とする。この場合

において、委員会が支給する勤勉手当の

額の総額は、前項の職員の給与月額に100

分の107.5（第10条の規定に基づき管理職

手当の支給を受ける職員にあっては100

分の127.5）を乗じて得た額の総額を超え

てはならない。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中

「100分の112.5」とあるのは「100分の55」

と、「100分の132.5」とあるのは「100

分の65」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中

「100分の107.5」とあるのは「100分の

52.5」と、「100分の127.5」とあるのは

「100分の62.5」とする。 

４ ［略］ ４ ［略］ 

５ 前２条の規定は、第１項の規定による

勤勉手当の支給について準用する。この

場合において、第28条中「前条第１項」

とあるのは「第30条第１項」と、同条第

１号中「基準日から」とあるのは「基準

日（第30条第１項に規定する基準日をい

う。以下この条および次条において同

じ。）から」と、「支給日」とあるのは

「支給日（同項に規定する規則で定める

日をいう。以下この条および次条におい

て同じ。）」と読み替えるものとする。 

５ 前２条の規定は、第１項の規定による

勤勉手当の支給について準用する。この

場合において、第28条中「前条第１項」

とあるのは「第30条第１項」と、同条第

１号中「支給日」とあるのは「支給日（第

30条第１項に規定する規則で定める日を

いう。以下この条および次条において同

じ。）」と読み替えるものとする。 

６ ［略］ ６ ［略］ 
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   付 則 ［略］    付 則 ［略］ 

 付 則 

 （施行期日等） 

 １ （前略）ただし、第２条の規定は、令

和５年４月１日から施行する。 

２～５ ［略］ 
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No. 施 設 の 名 称 指 定 の 期 間 所管課 備考

1
練馬区立
稲荷山図書館

令和５年４月１日から
令和10年３月31日まで
（５年間）

光
が
丘
図
書
館

別
紙
１

2
練馬区立
南大泉図書館

令和５年４月１日から
令和10年３月31日まで
（５年間）

光
が
丘
図
書
館

別
紙
２

3
練馬区立
光が丘児童館

令和５年４月１日から
令和10年３月31日まで
（５年間）

子
育
て
支
援
課

別
紙
３

4

練馬区立
上石神井児童館
練馬区立
上石神井児童館学
童クラブ

令和５年４月１日から
令和10年３月31日まで
（５年間）

子
育
て
支
援
課

別
紙
４

令 和 ４ 年 12 月 12 日

教 育 委 員 会 事 務 局

指定管理者の指定について

　令和４年第四回練馬区議会定例会において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項

の規定に基づき、以下のとおり指定管理者を指定したため報告する。

指　定　管　理　者

・株式会社　ヴィアックス
・東京都中野区弥生町二丁目８番15号
・代表取締役　西門　直

・株式会社　東急キッズベース
　キャンプ
・東京都渋谷区南平台町５番６号
・代表取締役　島根　太郎

・社会福祉法人　雲柱社
・東京都世田谷区上北沢三丁目
　８番19号
・理事長　小礒　満

・日本コンベンションサービス
　株式会社
・東京都千代田区霞が関一丁目
　４番２号
・代表取締役　近浪　弘武
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令 和 ４ 年 1 2月 1 2日 

教育振興部光が丘図書館 

 

指定管理者の指定について（練馬区立稲荷山図書館） 

 

１ 内容 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づき、練馬区立稲荷

山図書館の指定管理者をつぎのとおり指定する。 

 

２ 指定管理者 

  東京都中野区弥生町二丁目８番15号 

  株式会社 ヴィアックス 

  代表取締役 西 門  直 

 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から令和10年３月31日まで（５年間） 

 

４ 選定の経過 

  令和４年５月６日   第１回指定管理者選定小委員会 

             （業務の範囲、利用料金制の採否、応募資格、評価項目・評

価基準、指定の期間の審議） 

      ５月18日   令和４年度第１回指定管理者選定委員会 

             （業務の範囲、利用料金制の採否、応募資格、評価項目・評

価基準、指定の期間の審議結果の報告） 

      ６月30日   第２回指定管理者選定小委員会 

             （募集要項の審議） 

      ７月11日   ねりま区報および練馬区ホームページで公募、募集要項配布

開始 

      ７月15日   施設見学会・募集説明会（参加団体数４） 

 ８月８日～８月12日   応募書類受付（応募団体数１） 
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      ８月12日   経営診断委託 

      ９月４日   第３回指定管理者選定小委員会 

             （プレゼンテーションおよびヒアリングの実施） 

             （応募団体の評価、採点） 

      11月２日   令和４年度第２回指定管理者選定委員会 

             （応募団体の審査、指定管理者候補の決定） 

 

５ 選定の理由 

  選定に当たっては、応募団体の企画書、プレゼンテーションの内容、経営診断結果そ

の他提出書類等をもとに評価した結果、公立図書館の運営実績を有しており、安定的な

施設運営が期待できること、また、館の特徴である昆虫事業や、周辺施設や団体と連携

した事業の発展が期待できること等の理由により、株式会社ヴィアックスが練馬区立稲

荷山図書館を運営するにふさわしいと判断した。評価項目ごとの評価内容（主な提案の

内容、評価した点等）はつぎのとおりである。（審査結果は、別表のとおり） 

  なお、指定管理者選定委員会および指定管理者選定小委員会では、有識者委員を加え

て評価を行った。 

 【団体審査】 

⑴ 安定性・継続性 

利益を上げる力および事業効率性については平均的であり、借入金の返済能力と経

営の安全性が高い。また、資金力は優れており安定した経営が可能である。 

⑵ 組織体制 

個人情報保護、情報セキュリティおよび情報公開に関する規程を整備し、適正に運

用している。また、定期的に実施する内部監査において、統括管理者による個人情報

等に関するチェックシートを用いた自己評価および監査役による現地確認を実施する

等、個人情報の保護に積極的に取り組んでいる。 

労働関係法令に基づき、給与規程、就業規則等を定め、適正に運用している。また、

ハラスメント窓口を設置する等、スタッフからの相談を受ける体制を整備し、働きや

すい職場環境づくりに努めている。 

⑶ 団体の施設運営実績 

稲荷山図書館と同規模施設の運営実績を含む、多数の公立図書館の指定管理者とし
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ての運営実績があり、図書館の運営を円滑に行う能力と実績を十分に有している。練

馬区内においては、平成24年度から春日町図書館、平成25年度から稲荷山図書館の指

定管理者として施設の管理・運営を円滑に行っており、各館のモニタリングの結果も

良好である。 

⑷ 区内事業者か否か 

   区内事業者ではない。 

 【提案審査】 

⑸ 施設運営体制 

練馬区立図書館ビジョンの基本理念の実現に向け、地域の活動・交流の場として必

要な情報を必要な方々へ届け、地域の特性を理解した事業を展開するとともに、「充実

した研修で人材（財）の育成に努めます」「魅力的な企画事業を展開し、利用を促進し

ます」「積極的に社会貢献・環境問題に取り組みます」「新しいことにチャレンジし市

民の期待に応えます」「人にやさしい会社を目指します」の５つの視点から、図書館運

営に取り組むとしている。また、特色ある事業、図書館づくりに向けた取組として、

館の特徴である「昆虫事業」を引き続き実施し、広めていく提案があり、評価できる。 

インターネットを活用しての未利用者への意見聴取や、来館者等へのインタビュー

実施を通して得たニーズを館内で共有する等、より多くの意見を運営に反映し、満足

度の向上を図る提案があり、評価できる。 

司書等資格取得を目指すスタッフに向けて、大学との協定による入学金の免除や特

別休暇の付与等の支援体制を整えている。 

求められる役割や知識を学ぶ階層別研修とそれぞれの経験や能力に合わせて必要な

知識や技術を学ぶ選択研修、スキルアップのためのe-ラーニングコンテンツの配信、

館長養成講座の実施等、新しいサービスに対応し、図書館業務をトータルにマネジメ

ントできる人材の育成を目指す提案があり、評価できる。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組として、利用者に対しては、入口での検

温およびアルコール消毒や会議室利用者への消毒セットの提供、スタッフに対しては、

出勤前の体調管理や休憩室の間仕切りの設置等、徹底した感染症対策を行いながら図

書館サービスを展開するとしている。 

これらの提案から、当該施設を適切に運営する体制が整っていると評価した。 
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⑹ 利用者等への対応 

スタッフ全員が利用者に分け隔てなく接することができるように、研修等を通じて

知識獲得やスキル向上に取り組むとともに、コミュニケーション補助用具の導入や施

設の改善等の環境整備にも努める等、利用者の状況に応じた配慮ある対応の実現に向

けた具体的な提案があり、評価できる。 

また、苦情やトラブルへの対応について、受託図書館でのトラブルをまとめた事例

集を活用した実践的な研修を行い、スタッフのスキルアップにつなげるほか、施設内

の巡回や意見箱の活用等により苦情やトラブルの未然防止に努める提案があり、評価

できる。 

これらの提案から、利用者等への適切な対応が期待できると評価した。 

⑺ 施設の維持管理・安全性への配慮 

施設の状態を認識し、定期保守点検や施設維持管理業務の的確な実施、異常・故障

個所の早期対処に取り組むほか、日常清掃・定期清掃内容について年間計画書を作成

し確実に実施するとしている。 

また、事故や災害等の緊急時を想定して、館専用の「危機管理対策マニュアル」を

制定し、研修等で周知徹底する等、利用者およびスタッフの安全確保に努めている。 

これらの提案から、区の求める基準を満たしていると判断した。 

⑻ 効率的な管理運営 

本社担当者が、効率的かつ効果的な管理運営を実現できるよう事業計画の進捗管理

等を行い、施設の運営全般をバックアップするほか、業務量を想定したジョブローテ

ーションを作成し、メリハリをつけた人員配置による、安定したサービスの提供と経

費のスリム化を目指す提案があり、評価できる。 

館長候補については、稲荷山図書館の現館長を引き続き配置する提案がある。 

これらの提案から、効率的に管理運営されることが期待できると評価した。 

⑼ 施設特性に応じた評価項目 

近隣の稲荷山憩いの森での昆虫事業を発展させ、定期的に昆虫の分類・分布状況を

調べ、身近な環境や生息昆虫について知ってもらうことにより、図書館資料の活用や

利用促進につなげる、館の特徴を生かした新たな提案があり、評価できる。 

高齢者を対象に、趣味・介護・健康・生活の各テーマの本や大活字本を並べた「い

きいきコーナー」を近隣町会の回覧板を活用してPRする取組や、老化予防につながる
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事業や参加者同士の交流が生まれる事業の拡充等、施設の特性に応じた事業の提案が

あり、評価できる。 

図書館資料管理について、館長代理を中心とした選書会議を週１回開催するとして

いる。また、配架・書架整理を効率的かつ効果的に管理するため、「書架エリア担当」

を割り振り、日常的に管理する中で、書架密度や利用状況を把握して蔵書分析に生か

すとしている。 

これらの提案から、稲荷山図書館の施設特性に応じた事業展開が期待できると評価

した。 

⑽ 地域への貢献 

スタッフ採用については、区民雇用率70パーセント以上を目標とし、地域の雇用創

出に積極的に取り組むとしている。また、清掃や設備機器の保守点検等の再委託を行

う業務の大部分を、区内事業者に委託する等、積極的な区内事業者の活用を目指す提

案があり、評価できる。 

これまで実施してきた中里郷土の森や近隣農園と連携した、マルシェやスタンプラ

リー等を継続するほか、新たな連携先も模索しながら、区民や地域との協働を促進す

るとともに、学校支援で学校を訪問した際に、昆虫標本３Dアーカイブ等の昆虫事業を

積極的にPRし、相互連携を図っていく提案があり、評価できる。 

これらの提案から、区民雇用の促進や区内事業者の活用、周辺施設等と連携した事

業の発展が期待できると評価した。

7



 

 

 

8



 

 

                

別表 

 

指定管理者選定の審査結果（練馬区立稲荷山図書館） 

 

１ 評価項目・評価基準 

 

 

 評価項目 評価基準 配点 

団 

体 

審 

査 

１安定性・継続性 
 

⑴ 利益を上げる力の有無 
⑵ 事業効率の状況 
⑶ 資金力の有無 
⑷ 借入金の返済能力の有無 
⑸ 経営の安全性 

 ５点 

２組 織 体 制  ⑴ 個人情報保護および情報セキュリティ確保のための取組 
⑵ 情報公開の取組 
⑶ 法令等の遵守（労働関係法令の遵守を含む。）に対する団体

の取組 

 ５点 

３団 体 の 施 設  
運 営 実 績  

⑴ 稲荷山図書館と同規模施設の運営実績 
⑵ 現在、運営している施設の状況および施設での取組内容・

取組の成果 
⑶ 過去のトラブルへの対応状況 

 10点 

４区 内 事 業 者  
か 否 か  

⑴ 区内事業者である、または構成員に区内事業者が含まれる 
 10点 

提 
案 

審 

査 

５施設運営体制 ⑴ 施設の設置目的・現状を踏まえた管理・運営の基本的な考
え方 

⑵ 現在のサービス水準の維持および向上のための提案 
⑶ 利用者ニーズの把握とニーズを反映させるための取組 
⑷ 職員に対する教育、研修体制 
⑸ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取組 

 25点 

６利 用 者 等 へ
の 対 応  

⑴ 利用者への公平公正な対応 
⑵ 利用者等の人権の配慮 
⑶ 苦情解決体制 
⑷ 職員の接遇に関する取組 

 25点 

７施設の維持管理・
安全性への配慮 

⑴ 日常的な点検体制 
⑵ 災害その他緊急時の危機管理体制 
⑶ 管理上の不具合や問題の区への報告体制 

 30点 

８効率的な管理
運営 

⑴ 効率的・効果的な人員配置 
⑵ 再委託の範囲の妥当性 
⑶ 事業計画と収支計画の妥当性 
⑷ その他効率的・効果的な施設運営に係る提案 
⑸ 提案金額の妥当性 

 30点 

９施設特性に応 
じた評価項目 

⑴ 館、地域や利用者の特性に応じた事業の提案内容 
⑵ 図書館事業の利用促進につながる提案内容    
⑶ 図書館資料の管理に関する提案内容 

 30点 

10地域への貢献 ⑴ 区民雇用の促進（非常勤・臨時職員を含む。） 
⑵ 再委託における区内事業者の活用・物品の区内事業者から

の調達 
⑶ 地域、関係機関、ボランティア等との協働・連携の推進 

 30点 

合   計 200点 
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２ 審査結果 

 

評価項目 配点 

応募団体(得点) 

株式会社 

ヴィアックス 

１ 安定性・継続性 ５ ４ 

２ 組織体制 ５ ４ 

３ 団体の施設運営実績 １０ ８ 

４ 区内事業者か否か １０ ０ 

５ 施設運営体制 ２５ ２０ 

６ 利用者等への対応 ２５ ２０ 

７ 施設の維持管理・安全性への配慮 ３０ １８ 

８ 効率的な管理運営 ３０ ２４ 

９ 施設特性に応じた評価項目 ３０ ２４ 

10 地域への貢献 ３０ ２４ 

合   計 ２００ １４６ 

 

 

10



 

 

                  

令 和 ４ 年 1 2月 1 2日 

教育振興部光が丘図書館 

 

指定管理者の指定について（練馬区立南大泉図書館） 

 

１ 内容                                     

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づき、練馬区立南大

泉図書館の指定管理者をつぎのとおり指定する。 

 

２ 指定管理者 

  東京都千代田区霞が関一丁目４番２号 

  日本コンベンションサービス株式会社 

  代表取締役 近 浪 弘 武 

 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から令和10年３月31日まで（５年間） 

 

４ 選定の経過 

  令和４年５月６日   第１回指定管理者選定小委員会 

             （業務の範囲、利用料金制の採否、応募資格、評価項目・評

価基準、指定の期間の審議） 

      ５月18日   令和４年度第１回指定管理者選定委員会 

             （業務の範囲、利用料金制の採否、応募資格、評価項目・評

価基準、指定の期間の審議結果の報告） 

      ６月30日   第２回指定管理者選定小委員会 

             （募集要項の審議） 

      ７月11日   ねりま区報および練馬区ホームページで公募、募集要項配布

開始 

      ７月15日   施設見学会・募集説明会（参加団体数７） 

 ８月８日～８月12日   応募書類受付（応募団体数３） 
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      ８月12日   経営診断委託 

      ９月４日   第３回指定管理者選定小委員会 

             （プレゼンテーションおよびヒアリングの実施） 

             （応募団体の評価、採点） 

      11月２日   令和４年度第２回指定管理者選定委員会 

             （応募団体の審査、指定管理者候補の決定） 

 

５ 選定の理由 

  選定に当たっては、応募団体の企画書、プレゼンテーションの内容、経営診断結果そ

の他提出書類等をもとに評価した結果、公立図書館の運営実績を有しており、安定的な

施設運営が期待できること、また、青少年館との併設や、子どもを対象とした分室とい

う特徴を生かした事業の展開が期待できること等の理由により、日本コンベンションサ

ービス株式会社が練馬区立南大泉図書館を運営するにふさわしいと判断した。評価項目

ごとの評価内容（主な提案の内容、評価した点等）はつぎのとおりである。（審査結果は、

別表のとおり） 

  なお、指定管理者選定委員会および指定管理者選定小委員会では、有識者委員を加え

て評価を行った。 

【団体審査】 

⑴ 安定性・継続性 

利益を上げる力は高い状態にあり、資金力や借入金返済能力も相当良好な状態であ

る。経営の安全性についても全く問題はなく、法人として良好な状態である。 

 ⑵ 組織体制 

個人情報保護、情報セキュリティに関する規程を整備し、適正に運用している。情

報公開については、練馬区の条例および規則に準じた取扱いを行うことを社内規定と

するとしている。また、令和３年度に実施した、練馬区の「個人情報保護に関する監

査」において、情報資産の重要度分類や、事故対応訓練の実施等、個人情報保護に関

する取組が評価されている。 

労働関係法令に基づき、給与規程、就業規則等を定め、適正に運用している。また、

就労環境や業務に関する悩みの相談窓口およびハラスメント・コンプライアンス専用

の相談窓口を設ける等、全スタッフがいつでも相談できる環境を提供している。 

12



 

 ⑶ 団体の施設運営実績 

公立図書館の指定管理者としての運営実績があり、図書館の運営を円滑に行う能力

を十分に有している。練馬区内においては、平成25年度から南大泉図書館の指定管理

者として施設の管理・運営を円滑に行っており、モニタリングの結果も良好である。 

 ⑷ 区内事業者か否か 

   区内事業者ではない。 

【提案審査】 

⑸ 施設運営体制 

世界につながる情報や練馬区の文化の魅力を発信し続け、地域・利用者・情報がう

まく結びつき、その先の学びを豊かにすることを目指し、「地域交流」、「情報発信」、

「特色のある事業」を３つの柱として特色のある事業や図書館づくりを行うとしてい

る。 

利用者アンケートやご意見箱等を引き続き実施するとともに、新たにWEBアンケー

トを実施する等、時代の変化に対応した新しいニーズ把握の提案があり、評価できる。 

司書等資格の取得を目指すスタッフに向けて、司書等資格講習の復習等ができる館

内講習を実施する等、資格取得のための効果的な取組を継続する提案があり、評価で

きる。 

サービスの質向上とスキルアップを目的として、「図書館業務知識」、「スキルアッ

プ」、「運営・マネジメント」の３つのテーマで継続的に研修を実施するほか、デジタ

ルに関する理解を含め、専門知識向上や柔軟な発想ができるスタッフを育成するため、

新たに「情報リテラシー研修」「デジタルマーケティング研修」「デジタル活用研修」

を実施する提案があり、評価できる。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組として、利用者に対しては、消毒液の設

置や検索端末機の消毒、スタッフに対しては、毎朝の検温、体調確認と健康管理表へ

の記入等、安全衛生に配慮するとともに、スタッフに感染者が出た場合の代替出勤者

の確保を速やかに行うことで、事業の継続性を確保するとしている。 

これらの提案から、当該施設を適切に運営する体制が整っていると評価した。 

⑹ 利用者等への対応 

イラスト等を活用した「視認性向上」、手話も含めた「多言語対応」、車椅子や老眼

鏡等の福祉用品の貸出対応等による「利便性向上」、サービス介助士資格保有者の配置
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および研修等による「スキル向上」の４つの観点で利用環境を整備し、あらゆる利用

者が快適で安心して利用できる図書館を目指す提案があり、評価できる。 

苦情やトラブル対応について、実際の苦情の事例紹介やロールプレイングの実施等

による実践的な内容の研修を実施し、全スタッフが苦情発生時に誠実かつ的確に対応

できるよう努めるとともに、対応完了後は、内容を分析して再発防止策を策定し、全

体研修や連絡ノートで共有することで、再発防止に努める提案があり、評価できる。 

これらの提案から、利用者等への適切な対応が期待できると評価した。 

⑺ 施設の維持管理・安全性への配慮 

清掃や設備管理については、これまで10年間にわたりノウハウを蓄積してきた、施

設を熟知している２つの協力企業（団体）との実施体制を継続するほか、緊急時には、

設備管理企業の担当者による迅速な対応ができる体制を築いている。 

また、災害等緊急時における開館時間内と開館時間外それぞれの想定事態を定めた

連絡体制フローを作成し、役割と連絡・報告体制を整備している。 

これらの提案から、区の求める基準を満たしていると判断した。 

⑻ 効率的な管理運営 

本社担当が研修や予算管理等、施設運営をサポートする体制を構築しているほか、

混雑状況を予測した適切な人員配置や、これまでの経験を生かした効率的運営による

本社経費を圧縮した経費削減の提案があり、評価できる。 

館長候補については、南大泉図書館の現館長を引き続き配置する提案がある。 

これらの提案から、効率的に管理運営されることが期待できると評価した。 

⑼ 施設特性に応じた評価項目 

南大泉図書館では、青少年館と併設しているという特徴を生かし、所蔵の多い漫画

に関連したブックリストの作成や、体験型事業の実施等、青少年世代の利用促進に向

けた新しい取組の提案があり、評価できる。 

南大泉図書館の青少年世代の利用者が、分室を利用する子どもに、昔読んだ思い出

の本を紹介し交流する事業等、成長段階に合わせた事業を実施することで、利用する

世代が循環していく新しい取組の提案があり、評価できる。 

図書館資料の管理について、館長や館長代理を交えた資料収集・廃棄候補に関する

選書会議を週１回行うとしている。また、学校連絡協議会や利用者懇談会、利用者ア

ンケート等で地域のニーズを把握するとしている。 
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これらの提案から、南大泉図書館の施設特性に応じた事業展開が期待できると評価

した。 

⑽ 地域への貢献 

スタッフ採用については、区民雇用率70パーセント以上を目標とし、地域の雇用創

出に積極的に取り組むとしている。また、業務の再委託、施設修繕や消耗品の購入等

は区内事業者を積極的に活用する提案があり、評価できる。 

併設の青少年館と連携した夏休みイベントや、高齢者施設や子育て支援施設を訪問

しての出張おはなし会のほか、館の事業の講師に区民を活用し、活躍の場を提供する

取組を継続していく提案があり、評価できる。 

これらの提案から、区民雇用の促進や区内事業者の活用、周辺施設等と連携した事

業の発展が期待できると評価した。 
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別表 

 

指定管理者選定の審査結果（練馬区立南大泉図書館） 

 

１ 評価項目・評価基準 

 

 

 

 評価項目 評価基準 配点 

団 

体 

審 

査 

１安定性・継続性 
 

⑴ 利益を上げる力の有無 
⑵ 事業効率の状況 
⑶ 資金力の有無 
⑷ 借入金の返済能力の有無 
⑸ 経営の安全性 

 ５点 

２組織体制  ⑴ 個人情報保護および情報セキュリティ確保のための取組 
⑵ 情報公開の取組 
⑶ 法令等の遵守（労働関係法令の遵守を含む。）に対する団体の

取組 

 ５点 

３団体の施設  
運営実績  

⑴ 南大泉図書館と同規模施設の運営実績 
⑵ 現在、運営している施設の状況および施設での取組内容・取組

の成果 
⑶ 過去のトラブルへの対応状況 

 10点 

４区内事業者  
か否か  

⑴ 区内事業者である、または構成員に区内事業者が含まれる 
 10点 

提 
案 

審 

査 

５施設運営体制 ⑴ 施設の設置目的・現状を踏まえた管理・運営の基本的な考え方 
⑵ 現在のサービス水準の維持および向上のための提案 
⑶ 利用者ニーズの把握とニーズを反映させるための取組 
⑷ 職員に対する教育、研修体制 
⑸ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取組 

 25点 

６利用者等へ
の対応  

⑴ 利用者への公平公正な対応 
⑵ 利用者等の人権の配慮 
⑶ 苦情解決体制 
⑷ 職員の接遇に関する取組 

 25点 

７施設の維持管理・
安全性への配慮 

⑴ 日常的な点検体制 
⑵ 災害その他緊急時の危機管理体制 
⑶ 管理上の不具合や問題の区への報告体制 

 30点 

８効率的な管理
運営 

⑴ 効率的・効果的な人員配置 
⑵ 再委託の範囲の妥当性 
⑶ 事業計画と収支計画の妥当性 
⑷ その他効率的・効果的な施設運営に係る提案 
⑸ 提案金額の妥当性 

 30点 

９施設特性に応 
じた評価項目 

⑴ 館、地域や利用者の特性に応じた事業の提案内容 
⑵ 図書館事業の利用促進につながる提案内容    
⑶ 図書館資料の管理に関する提案内容 

 30点 

10地域への貢献 ⑴ 区民雇用の促進（非常勤・臨時職員を含む。） 
⑵ 再委託における区内事業者の活用・物品の区内事業者からの

調達 
⑶ 地域、関係機関、ボランティア等との協働・連携の推進 

 30点 

合   計 200点 
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２ 審査結果 

評価項目 配点 

応募団体（得点） 

Ａ 

Ｂ Ｃ 
日本コンベ

ンションサ

ービス株式

会社 

１ 安定性・継続性  ５  ５  ４  ４ 

２ 組織体制  ５  ３  ４  ４ 

３ 団体の施設運営実績 １０  ８  ８  ８ 

４ 区内事業者か否か １０  ０  ０  ０ 

５ 施設運営体制 ２５ ２０ ２０ ２０ 

６ 利用者等への対応 ２５ ２０ ２０ ２０ 

７ 施設の維持管理・安全性へ

の配慮 
３０ １８ １８ １８ 

８ 効率的な管理運営 ３０ ２４ １８ １８ 

９ 施設特性に応じた評価項目 ３０ ２４ ２４ １８ 

10 地域への貢献 ３０ ２４ ２４ １８ 

合   計 ２００ １４６ １４０ １２８ 
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令 和 ４ 年 1 2月 1 2日 

こども家庭部子育て支援課 

 

指定管理者の指定について（練馬区立光が丘児童館） 

 

１ 内容                                     

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づき、練馬区立光が

丘児童館の指定管理者をつぎのとおり指定する。 

 

２ 指定管理者 

  東京都世田谷区上北沢三丁目８番19号 

  社会福祉法人 雲柱社 

  理事長 小 礒  満 

 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から令和10年３月31日まで（５年間） 

 

４ 選定の経過 

  令和４年４月21日   第１回指定管理者選定小委員会 

             （業務の範囲、利用料金制の採否、選定の対象とする団体、

団体を特定する理由、評価項目・評価基準、指定の期間の審

議） 

             （モニタリングチェックシートに基づく最終総合評価） 

      ５月18日   令和４年度第１回指定管理者選定委員会 

             （業務の範囲、利用料金制の採否、選定の対象とする団体、

団体を特定する理由、評価項目・評価基準、指定の期間の審

議結果の報告） 

             （モニタリングチェックシートに基づく最終総合評価） 

             （現在の指定管理者を次期の指定管理者の選定対象団体とし 

             て特定） 
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      ６月30日   第２回指定管理者選定小委員会 

             （企画提案書作成要項の審議） 

      ７月６日   企画提案書作成要項配付・説明（団体を特定して実施） 

      ８月10日   申請書類受付 

      ８月16日   経営診断委託 

      ８月18日   施設実地調査の実施 

      ８月25日   第３回指定管理者選定小委員会 

             （プレゼンテーションおよびヒアリングの実施） 

      ９月16日   第４回指定管理者選定小委員会 

             （申請団体の評価、採点） 

      11月２日   令和４年度第２回指定管理者選定委員会 

             （申請団体の審査、指定管理者候補の決定） 

 

５ 選定の理由 

  選定に当たっては、申請団体の企画提案書、プレゼンテーションの内容、施設実地調

査、経営診断結果その他提出書類等をもとに評価した結果、これまでの運営実績から引

き続き適切な管理・運営が期待できること、関係機関等と連携を行い、地域において継

続して安全・安心に過ごすことのできる施設運営が行われていること等の理由により、

社会福祉法人雲柱社が練馬区立光が丘児童館を運営するにふさわしいと判断した。評価

項目ごとの評価内容（主な提案の内容、評価した点等）はつぎのとおりである。（審査結

果は、別表のとおり） 

なお、指定管理者選定委員会および指定管理者選定小委員会では、有識者委員を加え

て評価を行った。 

【団体審査】 

⑴ 安定性・継続性 

全体として安定した経営状態である。補助金、委託費のみに頼らない自主的運営努

力、資金力、借入金の返済能力が特に優れており、長期的に安定した事業活動が可能

である。 

 ⑵ 当該施設の運営実績 

個人情報保護、情報セキュリティおよび情報公開に関する規程を整備し、適正に運
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用している。 

労働関係法令に基づき、給与規程、就業規則等を定め、適正に運用している。また、

理事会・役員会の構成は適正であり、理事会は定期的に開催されている。 

利用者からの苦情を解決するための規程が整備されている。また、０歳から18歳ま

で中長期的なスパンで、子ども達の遊び場の選択肢として児童館を継続利用できるよ

う、利用者の声を取り入れたプログラムの充実を図っている。 

【提案審査】 

⑶ 施設運営体制 

子どもの行事参画のための「子どもスタッフ募集」の実施や、先輩パパママ情報と

して、「幼稚園意見交換ボード」の設置を実施する等、利用者の意見を吸い上げ、運営

を改善していく、現在のサービス水準の維持および向上のための提案があり、評価で

きる。 

職員の経験年数に応じて、初任者・中堅職員・リーダー・管理職等の等級に分かれ

た研修を実施するほか、実際に現場で働く児童館長がテーマを決めるリーダー研修等

を実施することで、職員の質の向上に努める提案があり、評価できる。 

日本語に不慣れな方たちが、安心して利用することができるよう、外国語のチラシ

を作る、外国語翻訳アプリを活用する等、全ての利用者に寄り添った対応を心掛ける

提案があり、評価できる。 

入館時の検温、手指消毒や室内の換気・貸出遊具の消毒対応、児童館、子育てのひ

ろばでそれぞれ１時間の換気・消毒タイムを設ける等、感染予防対策に取り組んでお

り、評価できる。 

⑷ 運営経験を生かした取組 

地域ボランティア団体と協力してボランティア活動を行う、幼稚園のママサークル

と連携し、パネルシアターや演奏会を行う等、地域に根ざした児童館として、地域の

方との交流や情報の交換等を行う取組があり、評価できる。 

中高生家庭の学習支援等のため、中高生向けの無料学習会を実施するなど、利用者

のニーズを把握し、積極的に対応する取組があり、評価できる。 

⑸ 施設の維持管理・安全性への配慮 

災害対応マニュアルを作成し、迅速かつ適切な対応ができるよう明文化している。

また、日常的な点検体制として、当番業務の中でチェックリストに基づく点検を行い、
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異常があれば館長・主任に情報を共有する仕組みを整える提案は、危機管理体制を整

備することに加えて、施設の維持管理・利用者の安全・安心につながる取組であり、

評価できる。 

⑹ 効率的な管理運営 

建物設備に係る専門業者に依頼する必要があるもの以外、基本的には現場職員で管

理を行う等、引き続き施設内外の環境整備を全職員が責任を持って管理していく提案

がある。 

練馬区内にある同法人施設の施設長が、毎月エリア会を実施し、各施設での情報共

有、問題解決に向けた取組を行う提案がある。また、近隣に法人の運営施設があるこ

とのスケールメリットを生かし、相互サポートの体制を整える提案がある。 

これらの提案から、効率的に管理運営されることが期待できると評価した。 

⑺ 施設特性に応じた評価項目 

児童館と子育てのひろばの併設施設としての強みを生かし、それぞれの講座やプロ

グラムを生かして、身近な子育て支援施設として利用者が使いやすいように環境を整

え、切れ目のない繋がりある利用を実現する提案がある。 

児童館の午前中の時間に、近隣小学校の不登校児の受入れを行う等、利用者や地域

のニーズを把握し、実施する提案がある。また、利用者や地域のニーズを把握するた

め、職員全員ができる限り現場に出て、日々の運営の中で利用者の声を拾い上げる姿

勢で運営を行う提案がある。 

これらの提案は、いずれも区が期待する光が丘児童館の施設特性に合致した提案で

あり、評価できる。 

⑻ 地域への貢献 

職員の採用に当たり、区民雇用に努めるとともに、再委託事業者や物品の調達は区

内事業者を活用する提案があり、評価できる。 

学校評議員やねりっこクラブ運営協議員として関係機関との情報共有を行う、また、

子ども家庭支援センターの相談員と意見交換を行う等、関係各機関と積極的に連携を

行う提案があり、評価できる。
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別表 

 

指定管理者選定の審査結果（練馬区立光が丘児童館） 

 

１ 評価項目・評価基準 

 評価項目 評価基準 配点 

団 

体 

審 

査 

１安定性・継続性 ⑴ 補助金、委託費のみに頼らない自主的運営努力の有無 

⑵ 事業効率の状況 

⑶ 資金力の有無 

⑷ 借入金の返済能力の有無 

⑸ 経営の安全性 

 ５点 

２当該施設の

運営実績  

⑴ 当該施設の状況および施設での取組内容・取組の成果 

⑵ 利用者等への対応 
 15点 

提 

案 

審 

査 

３施設運営体制 ⑴ 施設の設置目的・現状を踏まえた管理・運営の基本的な考え

方 

⑵ 現在のサービス水準の維持および向上のための提案 

⑶ 利用者ニーズの把握とニーズを反映させるための取組 

⑷ 職員に対する教育、研修体制 

⑸ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取組 

 50点 

４運営経験を  

生かした取組 

⑴ 当該施設の指定管理者として培ったノウハウを生かした今後

の取組 
 40点 

５施設の維持管理・ 

安全性への配慮 

⑴ 日常的な点検体制 

⑵ 災害その他緊急時の危機管理体制 

⑶ 管理上の不具合や問題の区への報告体制 
 20点 

６効率的な管理

運営 

⑴ 効率的な人員配置 

⑵ 再委託の範囲の妥当性 

⑶ 事業計画と収支計画の妥当性 

⑷ その他効率的・効果的な施設運営に係る提案 

⑸ 提案金額の妥当性 

 20点 

７施設特性に応

じた評価項目 

⑴ 一体的な施設運営に向けた事業内容の提案 

⑵ 館長候補者等の人選の考え方 
 20点 

８地域への貢献 ⑴ 区民雇用の促進（非常勤・臨時職員を含む。） 

⑵ 再委託における区内事業者の活用・物品の区内事業者からの

調達 

⑶ 地域、関係機関、ボランティア等との協働・連携の推進 

 30点 

合   計 200点 

 

 

 

 

 

 

23



                      

２ 審査結果 

 

評価項目 配点 

申請団体（得点） 

社会福祉法人 

雲柱社 

１ 安定性・継続性   ５   ５ 

２ 当該施設の運営実績  １５  １２ 

３ 施設運営体制  ５０  ４０ 

４ 運営経験を生かした取組  ４０  ３２ 

５ 施設の維持管理・安全性への配慮  ２０  １６ 

６ 効率的な管理運営  ２０  １６ 

７ 施設特性に応じた評価項目  ２０  １６ 

８ 地域への貢献  ３０  ２４ 

合   計 ２００ １６１ 
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令 和 ４ 年 1 2月 1 2日 

こども家庭部子育て支援課 

 

指定管理者の指定について（練馬区立上石神井児童館） 

指定管理者の指定について（練馬区立上石神井児童館学童クラブ） 

 

１ 内容                                     

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づき、練馬区立上石

神井児童館および練馬区立上石神井児童館学童クラブ（以下「上石神井児童館等」とい

う。）の指定管理者をつぎのとおり指定する。 

 

２ 指定管理者 

  東京都渋谷区南平台町５番６号 

  株式会社 東急キッズベースキャンプ 

  代表取締役 島 根 太 郎 

 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から令和10年３月31日まで（５年間） 

 

４ 選定の経過 

  令和４年４月21日   第１回指定管理者選定小委員会 

             （業務の範囲、利用料金制の採否、応募資格、評価項目・評

価基準、指定の期間の審議） 

      ５月18日   令和４年度第１回指定管理者選定委員会 

             （業務の範囲、利用料金制の採否、応募資格、評価項目・評

価基準、指定の期間の審議結果の報告） 

      ６月30日   第２回指定管理者選定小委員会 

             （募集要項の審議） 

      ７月11日   ねりま区報および練馬区ホームページで公募、募集要項配布

開始 
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      ７月21日   募集説明会（参加団体12） 

 ８月８日～８月10日   応募書類受付（応募団体４） 

      ８月16日   経営診断委託 

      ８月18日   応募団体運営施設の実地調査 

      ８月25日   第３回指定管理者選定小委員会 

             （プレゼンテーションおよびヒアリングの実施） 

      ９月16日   第４回指定管理者選定小委員会 

             （応募団体の評価、採点） 

      11月２日   令和４年度第２回指定管理者選定委員会 

             （応募団体の審査、指定管理者候補の決定） 

 

５ 選定の理由 

  選定に当たっては、応募団体の企画書、プレゼンテーションの内容、施設実地調査、

経営診断結果その他提出書類等をもとに評価した結果、適切な児童館運営が期待できる

こと、また、他児童館運営経験に基づく充実した事業の提案があること等の理由により、

株式会社東急キッズベースキャンプが上石神井児童館等を運営するにふさわしいと判

断した。評価項目ごとの評価内容（主な提案の内容、評価した点等）はつぎのとおりで

ある。（審査結果は、別表のとおり） 

なお、指定管理者選定委員会および指定管理者選定小委員会では、有識者委員を加え

て評価を行った。 

【団体審査】 

⑴ 安定性・継続性 

全体として安定した経営状況である。事業効率の状況、経営の安全性については問

題がなく、利益を上げる力および資金力についてはやや改善の余地があるが、長期的

に安定した事業活動が可能である。なお、親会社である東急株式会社が、株式会社東

急キッズベースキャンプに対して、必要に応じて融資および出資を行っていることか

らも、継続的な運営は可能と判断できる。 

 ⑵ 組織体制 

個人情報保護、情報セキュリティおよび情報公開に関する規程を整備し、適正に運

用している。 
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東急グループの厳格な方針に基づき、東急グループ内業務監査も実施しており、高

いレベルで個人情報の管理および情報セキュリティの確保が行われている等、個人情

報保護についての意識が高く、団体運営の透明性・公正性が確保されている。 

労働関係法令に基づき、給与規程、就業規則等を定め、適正に運用している。また、

理事会・役員会の構成は適正であり、取締役会は定期的に開催されている。 

 ⑶ 団体の施設運営実績 

   上石神井児童館と同規模施設の運営実績を含む、多数の児童館の運営実績があり、

安定した管理・運営を行う能力を有している。練馬区内においては、令和２年度から

南が丘小学童クラブおよび光が丘春の風小ねりっこクラブ、令和４年度から石神井小

学童クラブおよび石神井小第二学童クラブの運営事業者として施設運営を円滑に行っ

ており、各施設のモニタリングの結果も良好である。 

 ⑷ 区内事業者か否か 

区内事業者ではない。 

【提案審査】 

⑸ 施設運営体制 

保護者や児童の声を集め、公平・公正・公益を考えた判断を行い、その声を反映し

てサービスや運営内容の改善を続ける仕組みを整備する等、現在のサービス水準の維

持および向上のための提案があり、評価できる。 

階層別研修や分野別研修を段階的かつ包括的に実施するほか、医療やアレルギー等、

子どもの安全に関わる研修は毎年全社員が受講するなど、職員の質の向上に取り組む

提案があり、評価できる。 

新型コロナウイルス感染症に対して、職員や来館者への検温、施設消毒の徹底や三

密を避ける遊びの提供の工夫など、感染予防対策の提案があり、評価できる。 

⑹ 利用者等への対応 

利用者からの苦情を解決するための規程が整備されている。利用者からの意見・要

望に対して、法人本部と施設で一体的に対応する体制が整っており、常に利用者の立

場で考え支援する提案がある。 

また、子どもの権利条約の理念の啓発研修を実施し、子どもの最善の利益を目指し、

子どもの尊厳を尊重する姿勢で運営に取り組む提案がある。 

これらの提案から、利用者等への対応について評価できる。 
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⑺ 施設の維持管理・安全性への配慮 

各種危機管理マニュアルを整備した上で、ヒヤリハット事例の全職員での共有を行

い、注意喚起と改善を進めることで事故防止に努める。また、定期的な防災訓練に加

えて、併設の上石神井第二保育園と合同避難訓練を実施する提案があり、危機管理体

制を整備するだけでなく、併設施設との連携につながる取組を行う姿勢があり、評価

できる。 

上石神井駅周辺の交通量の多さを踏まえて、４月中は学童クラブの新１年生を小学

校までお迎えに行くことや、児童館の安全マップを児童館の来館児童と一緒に作成し、

配布または掲示を行う提案は、地域の特性を的確に捉え、利用者の安全・安心につな

がる取組であり、評価できる。 

⑻ 効率的な管理運営 

児童館と学童クラブの一体的な運営を生かし、常勤、非常勤職員ともに、児童館、

学童クラブを相互にサポートできるよう、学童クラブの職員も中高生に対する対応研

修を受講するなど、多様なスキルの習得を進めることで効率のよい配置を行う。また、

日々の運営やプログラム等の実施の際に職員相互のサポート体制を整えるなど、効率

的に運営を行う提案があり、評価できる。 

法人本部のバックアップ体制が整っており、現場ファーストという考えのもと、開

設当初は必ず週１回以上実施する巡回指導や毎日の電話連絡によるサポート、事務作

業等本部で受け持つことの可能な業務の本部対応等、現場職員の負担を軽減する提案

があり、評価できる。 

⑼ 施設特性に応じた評価項目 

児童館運営において、０歳から18歳までの全ての児童への切れ目のない支援を実施

するために、利用者それぞれの層のニーズを掴み、乳幼児親子に対して子育て講座を

開催する、中高生に向けてキャリア講話を実施する等、各年代の健全育成の基本方針

に基づいた活動を実施する提案がある。 

遊びや体験活動に関して、スポーツプログラムや工作等の児童館の活動やイベント

に、学童クラブの児童も参加できるよう設定する等、学童クラブの児童と児童館の来

館児童が、共に楽しいと思える居場所をつくるための提案がある。 

子どもの最善の利益の尊重と親支援のため、乳幼児親子向けに子育て相談の実施や

親子で楽しめる親子ヨガを実施する。また、中高生に対してはキャリアデザインの支
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援として、面接練習や相談対応を行う等、幅広い年代の、子どもの健全育成の拠点と

なるための提案がある。 

これらの提案は、いずれも区が期待する上石神井児童館等の施設特性に合致した提

案であり、評価できる。 

⑽ 地域への貢献 

職員の採用に当たり、区民雇用に努めるとともに、再委託事業者や物品の調達は区

内事業者を活用する提案があり、評価できる。 

地域の小学校やねりっこクラブ、自治会や商店会等と連携し、地域の行事に積極的

に参加・協力を行う提案があり、評価できる。  

29



 

 

 

30



 

 

                     

別表 

 

指定管理者選定の審査結果（練馬区立上石神井児童館等） 

 

１ 評価項目・評価基準 

 評価項目 評価基準 配点 

団 

体 

審 

査 

１安定性・継続性 
 

⑴ 利益を上げる力の有無 
⑵ 事業効率の状況 
⑶ 資金力の有無 
⑷ 借入金の返済能力の有無 
⑸ 経営の安全性 

 ５点 

２組織体制  ⑴ 個人情報保護および情報セキュリティ確保のための取組 
⑵ 情報公開の取組 
⑶ 法令等の遵守（労働関係法令の遵守を含む。）に対する団体

の取組 

 ５点 

３団体の施設  
運営実績  

⑴ 同種、同規模施設の運営実績 
⑵ 現在、運営している施設の状況および施設での取組内容・

取組の成果 
⑶ 過去のトラブルへの対応状況 

 10点 

４区内事業者  
か否か  

⑴ 区内事業者である、または構成員に区内事業者が含まれる 
 10点 

提 
案 

審 

査 

５施設運営体制 ⑴ 施設の設置目的・現状を踏まえた管理・運営の基本的な考
え方 

⑵ 現在のサービス水準の維持および向上のための提案 
⑶ 利用者ニーズの把握とニーズを反映させるための取組 
⑷ 職員に対する教育、研修体制 
⑸ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取組 

 30点 

６利用者等へ
の対応  

⑴ 利用者への公平公正な対応 
⑵ 利用者等の人権の配慮 
⑶ 苦情解決体制 
⑷ 職員の接遇に関する取組 

 20点 

７施設の維持管理・
安全性への配慮 

⑴ 日常的な点検体制 
⑵ 災害その他緊急時の危機管理体制 
⑶ 管理上の不具合や問題の区への報告体制 

 30点 

８効率的な管理
運営 

⑴ 効率的な人員配置 
⑵ 再委託の範囲の妥当性 
⑶ 事業計画と収支計画の妥当性 
⑷ その他効率的・効果的な施設運営に係る提案 
⑸ 提案金額の妥当性 

 30点 

９施設特性に応 
じた評価項目 

⑴ 一体的な施設運営に向けた事業内容の提案 
⑵ 館長候補者等の人選の考え方 

 30点 

10地域への貢献 ⑴ 区民雇用の促進（非常勤・臨時職員を含む。） 
⑵ 再委託における区内事業者の活用・物品の区内事業者から

の調達 
⑶ 地域、関係機関、ボランティア等との協働・連携の推進 

 30点 

合   計 200点 
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２ 審査結果 

評価項目 配点 

応募団体（得点） 

Ａ 

Ｂ Ｃ Ｄ 
株式会社 

東急キッズ 

ベースキャ 

ンプ 

１ 安定性・継続性   ５   ３   ４   ４   ５ 

２ 組織体制   ５   ４   ４   ４   ４ 

３ 団体の施設運営実績  １０   ８   ８   ８   ８ 

４ 区内事業者か否か  １０   ０   ０   ０   ０ 

５ 施設運営体制  ３０  ２４  ２４  １８  １８ 

６ 利用者等への対応  ２０  １６  １６  １６  １２ 

７ 施設の維持管理・ 

 安全性への配慮 
 ３０  ２４  ２４  ２４  ２４ 

８ 効率的な管理運営  ３０  ２４  １８  ２４  １８ 

９ 施設特性に応じた 

評価項目 
 ３０  ２４  ２４  １８  ２４ 

10 地域への貢献  ３０  ２４  ２４  ２４  ２４ 

合   計 ２００ １５１ １４６ １４０ １３７ 
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令 和 ４ 年 1 2月 1 2日 

こども家庭部子育て支援課 

 

 

低所得の子育て家庭への臨時給付金の支給について 

 

低所得の子育て家庭への臨時給付金の支給について、下記のとおり報告する。 

 

 

記 

 

 

１ 概要 

急激な円安を背景にした食料品等の物価上昇が拡大・長期化するなか、真に生活に

困窮する区民への更なる支援として、低所得の子育て家庭に対して、区独自の給付金

を子ども一人当たり一律 10 万円支給する。 

 

２ 支給対象者 

令和４年12月１日以降、区内に住民票があり、現に子どもを養育し、つぎの(1)また

は(2)に該当する低所得の家庭 

 (1) 令和４年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（国給付

金）を練馬区で受給している者 

 ① ひとり親世帯 

ア 令和４年４月分の児童扶養手当受給者 

イ 公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者 

ウ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が児童扶養手当受給者と同じ

水準になっている者（家計急変者） 

② ひとり親世帯以外 

ア 令和４年４月分の児童手当・特別児童扶養手当を受給し、住民税非課税の者 

イ 18歳未満の児童を養育している住民税非課税の者 

ウ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が住民税非課税者と同じ水準

になっている者（家計急変者） 

(2) 令和４年５月から令和５年３月までのいずれかの月から児童扶養手当を受給し、

(1)を受給していない者 

 



 
 

３ 支給額 

児童１人当たり一律10万円 

 

４ 支給方法 

  申請不要のプッシュ型で支給 

  ※受取を希望しない申出があった場合は不支給 

 

５ 支給時期 

  12月中旬に対象者を抽出し、支給案内を送付 

  12月下旬に国給付金または児童扶養手当の支給口座に振込 

  以後、１月から３月にかけて、毎月中旬に支給案内を送付、下旬に振込 

 

６ 区民への周知 

  区報、区ホームページ 

 

７ 経費 

  約13億円（給付金約12億9,000万円、事務費約500万円） 

  12月補正予算に計上 



 

令和４年 12月 12日 

 こども家庭部こども施策企画課 

 

 

第２期練馬区子ども・子育て支援事業計画の中間見直し（素案）について 

 

 

 「第２期練馬区子ども・子育て支援事業計画（令和２～６年度）」について、就学前児童人

口が計画策定当時の推計よりも下振れしている状況を踏まえ、各事業の年度別需給計画の見

直しを行った。 

 ついては、「第２期練馬区子ども・子育て支援事業計画中間見直し（素案）」について下記

のとおり報告する。 

 

 

記 

 

 

１ 「第２期 練馬区子ども・子育て支援事業計画 中間見直し（素案）」 

   別紙のとおり 

 

２ 区民意見反映制度に基づく意見募集 

（１）周知方法 

  ア ねりま区報（12月 11日号）への掲載 

  イ 区ホームページへの掲載 

  ウ 区民情報ひろば、区民事務所（練馬を除く）、図書館、こども施策企画課での閲覧 

（２）意見の募集期間 

   令和４年 12月 11日（日）から令和５年１月 13日（金）まで 

（３）意見の提出方法 

   持参、郵送、ファクス、電子メール、LoGoフォーム（電子申請サービス） 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

  令和４年 12月  練馬区子ども・子育て会議で意見聴取 

  令和５年３月   計画の中間見直し（案）を報告 

           計画の中間見直し策定 





























 































































令 和 ４ 年 1 2 月 1 2 日 

こども家庭部保育計画調整課 

 

 

谷原五丁目保育所用地に認可保育所を整備・運営する事業者との 

基本協定および公有財産無償貸付契約の締結について 

 

 

 令和４年11月30日に、区が所有する谷原五丁目保育所用地（以下「本物件」という。）に

認可保育所を整備・運営する事業者（以下「事業者」という。）と基本協定および公有財産

無償貸付契約を締結したので、下記のとおり報告する。 

 

記 

 

１ 整備・運営事業者 

  団体名：社会福祉法人多摩福祉会 

  所在地：東京都世田谷区北沢二丁目36番９号 

 

２ 基本協定の概要 

 ⑴ 基本協定の目的 

   区が本物件を事業者に貸し付け、事業者が保育所の整備および運営を行うに当たり、

事業者公募時の募集要項に定めた応募条件および提案内容の履行を図る。 

 ⑵ 保育所開設時期 

   保育所の開設日は、令和６年４月１日とする。 

 ⑶ 運営条件 

  ア 保育所開設時の定員は101名以上とし、０歳児クラスから５歳児クラスまでを設

置すること。なお、０歳児クラス、１歳児クラスおよび２歳児クラスは、年齢別保

育を行うこと。 

  イ 基本開所時間は、午前７時30分から午後６時30分までの11時間とすること。 

  ウ 障害児を定員３名以上として受け入れ、統合保育を実施すること。 

  エ 保育所開設時には、練馬区立谷原保育園の園児を受け入れること。受入れに当た

っては、区と協議の上、同園の在園児保護者に、本物件に整備する保育所に関する

説明を行うこと。 

  オ 保育所建設に先立って、近隣住民を対象とした説明会を開催すること。 

  カ 事業者公募時の提案内容を遵守するとともに、常に保育サービス水準の向上に努

め、定期的に東京都福祉サービス第三者評価を受審すること。 

 



 ⑷ 保育事業 

  ア 事業者は、区と協議の上、つぎの保育事業を実施すること。 

   (ｱ) 延長保育、短期特例保育および地域交流事業 

   (ｲ) 練馬区立谷原保育園の園児との定期的な異年齢交流（同園が閉園するまでの間

に限る。） 

  イ 事業者は、上記保育事業のほか、新たな保育事業を実施しようとするときは、あ

らかじめ区の承認を受けなければならない。 

  ウ 事業者は、上記保育事業を廃止し、または変更する場合は、あらかじめ区の承認

を受けなければならない。 

  エ 区は、新たな保育事業の実施について、事業者に対し提案することができる。 

  オ 事業者は、区による提案を受けた場合は、当該事業の実施に向け、誠実に協議に

応じるものとする。 

 

３ 公有財産無償貸付契約の概要 

 ⑴ 貸付物件 

   区は、つぎに掲げる本物件を、事業者に無償で貸し付けるものとする。 

  ア 所在（地番） (ｱ) 練馬区谷原五丁目1952番２ 

              (ｲ) 練馬区谷原五丁目1952番６ 

           (ｳ) 練馬区谷原五丁目1953番２ 

  イ 種類     土地 

  ウ 敷地面積   1,335.36㎡ 

 ⑵ 貸付期間 

  ア 本物件の貸付期間は、令和４年12月１日から令和34年３月31日までとする。 

  イ 事業者は、この契約を更新する必要があるときは、上記貸付期間満了の３年前ま

でに書面をもって区に協議し、承認を得なければならない。 

 ⑶ 指定用途等 

   事業者は、貸付期間中、本物件をつぎに掲げる事業に供するものとする。 

  ア 認可保育所の設置および運営 

  イ 区民福祉の向上に資するため、区が事前に承認する事業の運営 

 ⑷ 原状回復 

事業者は、貸付期間が満了したときまたは契約を解除されたときは、本物件を区の

指定する期日までに自己の負担で原状に回復し、区に返還しなければならない。ただ

し、区が、原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。 

 ⑸ 周辺環境への配慮 

   事業者は、貸付期間中、周辺住民との協力関係を構築するとともに周辺の住環境と

の調和を図るよう努めなければならない。 


